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港湾における地震・津波対策のあり方
について

　平成23年３月11日に発生した東北
地方太平洋沖地震及びこれに伴う
津波は、東日本の太平洋側に暮ら
す人々の生活や企業の経済活動に
深刻な影響を及ぼしました。特に津
波は、すさまじい破壊力をもって沿
岸に押し寄せ、多くの尊い命を奪う
未曾有の災害となった。
　このため、23年５月より交通政策
審議会 港湾分科会 防災部会におい
て、港湾における津波対策のあり方
について検討を開始し、23年７月に
中間とりまとめが公表された。中間

とりまとめにおいては、今般の津波
による防波堤や防潮堤等の港湾にお
ける施設の被災要因について検証
するとともに、産業やまちづくりと
連携した被災港湾の復旧方針が示
された。
　一方、首都直下地震や東海・東南
海・南海地震の発生の切迫性が指摘
されており、港湾の施設の耐震性の
向上、地盤の液状化対策等を抜本
的かつ総合的に進めることが求めら
れている。こうした問題意識の下で、
東日本大震災の教訓を活かすととも
に、切迫する大規模地震にも対応す
るため、24年６月に「港湾における

地 震・津 波 対 策のあり方 」（ 以 下
「答申」という）が防災部会より答
申された。
　本稿では、この答申の概要と、今
後の港湾における地震・津浪対策の
取り組み方針を紹介する。

　答申では、東日本大震災からの教
訓を踏まえ、切迫性が指摘される大
規模地震へ対応し、島国日本の人口・
資産を守り港湾の物流機能を維持
するため、「港湾の津波からの防護」、
「港湾の災害対応能力の強化」、「災

国土交通省　港湾局　海岸・防災課　減災対策係長
黒　瀬　　康　夫

Yasuo KUROSE

図－ 2　交通政策審議会 港湾分科会 防災部会の検討経緯図－ 1　被災事例

東海・東南海・南海地震等への対応特 集 

2．防災部会による
　　答申の概要

1. はじめに

～島国日本の生命線の維持に向けて～　

　平成24年６月13日に、交通政策審議会 港湾分科会 防災部会より「港湾における地震・津
波対策のあり方」が答申された。本稿では、この答申の概要と、今後の港湾での地震・津波
対策の取り組み方針を紹介する。

津波襲来時の状況
（釜石港湾事務所より撮影）

釜石港湾口防波堤
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作を行うために、操作方法の掲示、
扉体への軽量素材の活用等により
操作の簡素化を図るとともに、地域
における施設の利用実態を勘案しつ
つ、常時閉鎖等の措置を適切に講じ
る必要がある。

（2）港湾の災害対応能力の強化
　物流機能の早期回復のため、①
行動計画、②施設計画、③防災訓
練の実施計画を旨とする港湾BCP
（事業継続計画）を策定し関係者間
で共有することが必要である。
　また、耐震強化岸壁背後の埠頭
用地・臨港道路の耐震化・液状化対
策及び前面の航路・泊地の安全性の
確保を適切に講じ、国際物流ターミ
ナル、エネルギーの輸入基地や、都

設は、大部分が背後の市街地を防
護する防護ラインの外側に立地して
おり、発生頻度の高い津波であって
も浸水することが想定される。港湾
労働者や港湾を来訪する方々の避
難のため、避難に係るガイドライン
を策定するとともに、港内に海抜表
示の案内板やスピーカーを設置する
等、港湾利用者に避難等の重要性
を分かりやすく伝達する案内・表示
の充実を図る必要がある。
　さらに、津波発生時に水門・陸閘
等の操作を確実に実施できる管理
体制の構築を図る必要がある。この
ため、水門・陸閘等の自動化・遠隔操
作化を引き続き促進するとともに、
自動化・遠隔操作化がなされていな
い水門・陸閘等について、迅速な操

害に強い海上輸送ネットワークの構
築」という３つの施策方針が打ち出
された。それぞれの概要については、
以下のとおりである。

（1）港湾の津波からの防護
　発生頻度の高い津波に対しては、
背後市街地への浸水を防止する一
方、最大クラスの津波に対しては、
住民等の避難を軸に、とりうる手段
を尽くした総合的な津波対策の確立
が必要である。ただし、人口と土地
利用が稠密な三大湾等においては、
地域の実情及び費用対効果を勘案
しつつ、最大クラスの津波高を想定
した施設による防護水準の確保を検
討する必要がある。
　また、港湾における産業・物流施

特 集 港湾における地震・津波対策のあり方について

図－ 3　港湾における地震・津浪対策のあり方（答申）の概要
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の生命線を災害時でも維持していく
ことが我が国に課せられた大きな命
題である。
　防災部会における答申は、こうし
た要請や命題に対する現時点での
対策方針としてとりまとめたもので
あり、今後、全国の港湾における地
震・津波対策のあり方を再検討する
際に活用頂くことを期待している。

る必要がある。
　また、東日本大震災発生後の支
援活動を通じ、港湾相互の広域的
なバックアップ及び被災地外（オフ
サイト）における物資集積拠点の確
保の重要性が認識されたことから、
港湾相互の広域的なバックアップ体
制の構築を図る必要がある。

　防災部会の答申を踏まえ、今後
各港湾において、防災・減災目標に
従った地震・津波対策を推進してい
く。
　また、港湾における避難に係るガ
イドラインや、水門・陸閘等の効率
的な管理運用に係るガイドラインを
策定する予定である。
　さらに、粘り強い構造や液状化判
定手法について検討を進め、港湾
の施設の技術上の基準に反映する
予定です。

　東日本大震災からの復旧・復興が
加速化する中、内閣府より南海トラ
フの巨大地震に関する推計結果が
公表されたことを受け、各自治体に
おいて地震・津波対策を推進すると
ともに、政府として、国民の安全・
安心を確保することが急務となって
いる。
　港湾においても、背後の人口・資
産の防護や、産業・物流機能の被害
の最小化などの施策がなお一層要
請されている。
　とりわけ、四面を海に囲まれた我
が国においては、国民生活や産業活
動に必要な物資輸送の大部分を港
湾が担っており、こうした島国日本

市圏における基幹的な広域防災拠
点など施設や機能の重要度に応じ
た施設の耐震性・耐津波性の向上を
図ることを検討する必要がある。
　特に、倒壊した場合に早期復旧
が困難となる防波堤については、通
常時の港内静穏度の確保や減災の
観点からも粘り強い構造を目指すた
め、水理模型実験等による技術的
検討を進め、得られた検討成果をも
とに、港湾の施設の技術上の基準を
改正するとともに、防波堤を粘り強
い構造とする補強対策を検討するこ
とが必要である。
　さらに、地震の継続時間も考慮し
た液状化判定手法等の液状化予測
技術を確立し、港湾の技術基準に
反映するとともに、この基準に基づ
く液状化の可能性とその対策につい
て検証を進めていく必要がある。

（3）災害に強い海上輸送ネットワー
    クの構築
　地域の経済活動を支える幹線貨
物輸送ネットワークの拠点となるコ
ンテナターミナル、フェリー・ＲＯＲ
Ｏ船ターミナル等については、耐震
強化を推進する必要がある。また、
全国的・国際的な観点から重要な幹
線貨物輸送ネットワークの拠点とな
るターミナルについては、被災によ
る経済活動等への影響を最小限と
するため、地震・津波から高い防護
レベルを保つとともに、被災後も直
ちに復旧可能となるような対策を講
じる必要がある。
　三大湾や瀬戸内海においては、船
舶交通量に加え、津波到達時間や
湾内での流速等を考慮し、船舶の円
滑な避難及び安全の確保を図るた
め、関係機関と連携し、避泊水域や
航路の配置のあり方について検討す

特 集 港湾における地震・津波対策のあり方について

3．今後の取り組み方針

4．おわりに
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液状化による段差の発生
（茨城港常陸那珂港区）

津波で浸水し、
コンテナが流出した状況（鹿島港）

津波襲来による車両火災鎮火後の
状況（茨城港日立港区）

津波により発生した渦潮
（茨城港大洗港区）

首都圏の港湾の地震・津波対策に
関する取り組み状況

　関東地方整備局管内の主要な港
湾として、東京湾内には、国内コン
テナ取扱個数の全国第1、2位を占
める東京港、横浜港、エネルギー関
連企業が多数立地している川崎港、
原油輸入量の国内シェア約15%の千
葉港、国際バルク戦略港湾に選定
されている木更津港、国内大手の自
動車メーカーの工場が立地し、東京
湾湾口部に位置する横須賀港等の
港湾がある。なお、東京港、川崎港、
横浜港の3港により国際コンテナ戦
略港湾（京浜港）として、日本の国際
競争力確保のための国際ハブポート
の実現に向けた施策を推進中である。
　太平洋側には、とうもろこし輸入
量の国内シェア約18%を扱う国際バ
ルク戦略港湾である鹿島港、北関
東地域の経済活動を支え、東京湾
内の港湾物流を補完する国際物流
拠点である茨城港等があるが、これ
ら太平洋側の各港湾は今次震災に
おいて被災し、現在復旧工事を実
施している所である。

　平成23年3月11日に発生した東北
地方太平洋沖地震及びこれに伴う
津波は、東日本に暮らす人々の生活
や企業の経済活動に深刻な影響を
及ぼした。特に津波は、すさまじい
破壊力をもって沿岸に押し寄せ、多

数の尊い命を奪う未曽有の災害とな
った。
　関東地方整備局管内の港湾におい
ても、茨城港日立港区で震度6強、
鹿島港で震度6弱を観測、かつ津波
の浸水高は茨城港で5.2メートル、鹿
島港で5.7メートルに達し、岸壁や荷役
機械等の津波による浸水、船舶の漂
流・座礁、さらには液状化により岸壁
や臨港道路等が被害を受けた。
　具体例として茨城港常陸那珂港
区では、高さ4.2mの津波の襲来によ
り、港内のふ頭が全て浸水したほか、
背後のひたちなか市の市街地につ
いても、市域の約3%に相当する
3km2（対象：2,049世帯：人口5,616人）
が浸水するなど太平洋側各港にお
いて甚大な被害が生じた。
　一方、東京湾内の各港湾におい
ては、重大な被災は生じなかったも
のの、川崎港東扇島等において、地
震動の影響による地盤の液状化現
象が観測された。

港湾施設関連

・ 茨城港では、岸壁上への津波の遡
上による水没で、出荷待ちの車両
から火災が発生した。

・ 茨城港常陸那珂港区の防波堤によ
る津波の減衰効果を多くの住民が
確認したという事例があった。

・ 鹿島港や茨城港では、耐震強化岸
壁以外の岸壁が損壊、液状化によ

東海・東南海・南海地震等への対応特 集 

関東地方整備局　港湾空港部　港湾計画課　海岸・環境係長
細　田　　　理

Satoshi HOSODA

関東地方整備局管内の主な
港湾の概要

関東地方整備局管内の
震災の概要

関東管内の震災当時の状況
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るふ頭用地や臨港道路の陥没、航
路・泊地に津波による大量の土砂
の堆積等により、港湾施設の使用
が一時的に不可能となった。

・ 荷役機械等は地震動による脚部の
損傷に加え、津波による電源の喪
失が発生、給電設備等の復旧に
時間を要したため、長期間にわたり
効率的な荷役活動が不能になっ
た。

・ 鹿島港や茨城港では、岸壁等に存
置してあったコンテナや自動車等
が背後の市街地まで漂流し、道路
の閉塞や民家への衝突が生じた。

・ 鹿島港や茨城港では、臨港地区か
らコンテナ、自動車等が引き波と
ともに流出・沈没し、水深の安全
が確保できず、船舶の入港ができ
ない状態となった。

・ 東京湾臨海部の埋立地の一部で液
状化の発生が確認された。千葉
港の製油所では、液化石油ガスタ
ンクが倒壊、配管の損傷等に伴う
火災・爆発が発生し、隣接するタ
ンクの損傷によりアスファルトが
海上に流出した。

・ 鹿島港では、津波襲来までに港外
退避が出来なかった複数の船舶
が、自力航行できずに港内で繰り
返し襲来する津波により、漂流・
衝突・座礁を繰り返す等危険な状
況だったことが確認された。

【その他】

・ 発災直後の被害状況の把握や応
急復旧に際して、被災した海岸保
全施設の諸元等の確認に時間が
かかる等、応急復旧作業に影響を
及ぼした。

・ 茨城港では、堤外地の港湾労働者
に津波に関する情報が伝わらず、
数人が堤外地に取り残された事例
があった。鹿島港では、周辺が平

坦で、一時的に避難できるビル等
が近くにないため、港湾労働者が
数百mを全力疾走して避難したと
いう事例があった。

・ 水門・陸閘の閉鎖にあたり、関係
機関との連絡の遅れや、作業員の
交通渋滞による現場遅着などによ
り、水門・陸閘の閉鎖が津波襲来
時刻よりも遅延する等の問題があ
った。  

　今次、未曾有の災害を踏まえ、
東日本大震災復興構想会議「復興へ
の提言」（平成23年6月25日）では、大
規模な自然災害に対しては、たとえ
被災したとしても人命が失われない
ことを最重視し、また経済的被害が
できるだけ少なくなるような「減災」
の考え方が重要であることが示され
た。
　また、地震・津波対策の考え方と
しては、中央防災会議「東北地方太
平洋沖地震を教訓とした地震・津波
対策に関する専門調査会」報告（平

成23年9月28日）において、地震・津
波の想定から個々の対策までの手
順全体について徹底的に見直しを
行い、防災対策全体を再構築して
いく必要があることが示された。
　また、国土交通省の交通政策審
議会港湾分科会防災部会において、
平成23年7月6日に「港湾における総
合的な津波対策のあり方（中間とり
まとめ）」が発表されたことを受け、
関東地方整備局港湾空港部におい
ても、港湾における地震・津波対策
の検討を実施した。
　関東地方整備局においては、管
内全体の港湾で実施する対策を包
括的に検討するための有識者と港
湾管理者からなる「首都圏の港湾に
おける地震・津波対策検討会議」に
加え、東京湾（内湾）と太平洋沿岸（湾
外）という地理的特性と地元の意見
や要請を適切に反映させるための地
元企業や自治体等の参加する検討
会議「東京湾・相模湾の港湾におけ
る地震・津波対策検討会議」、「鹿島
灘・外房の港湾における地震・津波
対策検討会議」の全3会議を立ち上

防災・減災目標、
防護ラインの設定のあり方

交通政策審議会港湾分科会防災部会（答申）より
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　関東地方整備局港湾空港部にお
いて、東京湾に存在する災害リスク
が特に高いと考えられるゼロメート
ル地帯への対策、被災した場合に
は社会・経済的影響の甚大な臨海工
業地帯等への対策等、東京湾独自
の課題も含め、首都圏の港湾におけ
る地震・津波対策の検討を実施した
ところであるが、これら検討結果は、
交通政策審議会港湾分科会防災部
会の審議でも取り上げられ、同部会
の答申「港湾における総合的な津波
対策のあり方（答申）」（平成24年6月
13日）における3つの柱（1.防災・減災
目標の明確化、2.港湾BCPに基づく
港湾の災害対応力の強化、3.港湾間
の連携による災害に強い海上輸送ネ
ットワークの構築）に反映された。
　なお、地震・津波対策を検討する
際の前提条件となる最大級の地震
に関する研究については、中央防災
会議に「南海トラフの巨大地震モデ

げ、管内の港湾においても、中間と
りまとめの基本的な考え方を踏襲
し、”L1津波に対しては、「堤内地へ
の浸水を防止する」こと”を防災目
標、”L2津波に対しては、「人命を守
ることを前提とした上で経済的損失
を軽減する」こと”を減災目標として
設定することを共通認識として、今
次震災により判明した港湾の課題の
整理や、海岸や河川等における地震・
津波対策の考え方、港湾背後の市
街地における地震・津波対策の考え
方との整合を図り、かつ、シミュレ
ーション等による被災想定などの諸
条件を吟味しつつ、首都圏の港湾の
地理的特性や経済性等を十分考慮
した形で地震・津波対策を検討し
た。特に東京湾に存在する災害リス
クが特に高いと考えられるゼロメー
トル地帯等においては、経済性を考
慮した上で、L2津波による壊滅的
な被害が生じないよう対策の検討の
必要性を取りまとめた。　

ル検討会」が設置され、平成24年4
月12日に南海トラフの巨大地震モデ
ルの中間報告がなされたところであ
る。一方で、東京湾内の各港湾に
一番影響があると考えられている
「相模トラフ沿いで発生する巨大地
震」については、同様に中央防災会
議に「首都直下地震モデル検討会」
が設置され、平成24年5月11日より
検討が進められているところである
が、現時点では地震モデルの設定、
震度分布・津波高等の推計の報告は
なされていない。
　関東地方整備局港湾空港部にお
いては、前述の地震・津波対策検討
会議において、地震・津波による被
害想定等のシミュレーションを実施
したが、中央防災会議等において地
震モデルが検討中であることから、
このシミュレーション結果を踏ま
え、必要に応じて、関東地整が実施
したシミュレーションの見直しを検
討することとしている。

今後の作業

首都圏の港湾における地震・津波対策検討会の対策イメージ（案）より

特 集 首都圏の港湾の地震・津波対策に関する
取り組み状況

  首都圏の港湾における地震・津波対策のイメージ
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中部地方整備局港湾空港部による地震・
津波対策に向けた取り組みについて

　平成23年3月11日に発生した東北
地方太平洋沖地震及びこれに伴う
津波は、東日本の太平洋側に暮ら
す人々の生活や企業の経済活動に
深刻な影響を及ぼしました。特に、
津波はすさまじい破壊力をもって沿
岸に押し寄せ、多くの尊い命を奪う
未曾有の災害となりました。
　中部圏においては、東海地震、東
南海地震、南海地震といったプレー
ト境界型の巨大地震が今後30年以
内に 発 生 する確 率はそれ ぞ れ、
88%、70%、60%程度（文部科学省

地震調査研究推進本部、算定基準：
平成24年1月1日）と非常に高くなっ
ており、これらが連動して発生する
可能性も指摘されています。
　また、中部圏は製造品出荷額が
全国の1/4の割合を占める、ものづ
くりの盛んな地域であり、この地域
が被災し、産業・物流機能の回復が
大幅に遅れる場合、我が国のみなら
ず世界各国の産業にも大きな影響を
及ぼす可能性があります。特に港湾
は、産業･物流の拠点であり、臨海
部に多くの企業が立地し人口･資産
が集積していることから、地震・津
波対策は喫緊の課題となっています。

　本稿では、中部の港湾における地
震・津波対策の取り組みについての
報告を行います。

2.1　地震・津波対策の検討体制

　中部地方整備局では、東日本大
震災を踏まえ、東海･東南海･南海地
震等の巨大地震に対する防災・減災
対策について、総合的かつ広域的
視点から一体となって重点的に取り
組むため、東海・東南海・南海地震対
策中部圏戦略会議を設置し、検討
を行っています。この戦略会議の港

特 集 東海・東南海・南海地震等への対応

中部地方整備局　港湾空港部　港湾計画課　海岸・環境係長
澤　田　　隆　志

Takashi SAWADA

１. はじめに

2. 中部の港湾における
　 地震・津波対策

図1　中部の港湾の地震・津波対策の検討体制
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図２　名古屋港の地震・津波対策に関する基本方針

図３　産業の視点からの地震・津波対策における課題

特 集 中部地方整備局港湾空港部による地震・
津波対策に向けた取り組みについて
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②港湾ＢＣＰの策定
③ハード対策
　以下に、各項目の検討状況を示
します。
①津波避難誘導計画の検討状況
　港湾エリアは、港湾運送・倉庫業、
臨海部工場等の労働者が大半を占
め、居住者が少なく、かつ、発生頻
度の高い津波で浸水する恐れが高
い等の特殊性を有する地域であり、
市町村が地域防災計画で策定する
避難計画にこうした特殊性が適切に
反映されないことが懸念されます。
　このため、港湾関係者が上記の
特殊性についての共通認識を持ち、
港湾管理者が中心となって港湾にお
ける避難誘導計画を策定し、市町
村が策定する避難計画に反映させ
る必要があります。
　現時点では、計画策定に向けた
検討体制が立ち上がったばかりで
すが、先行事例等の情報提供、共
有を行い、早期の策定を目指します。

湾部門として、主要な港湾毎に企業、
関係市町村、港湾管理者等を構成
員とする地震・津波対策検討会議を
設置し、港湾における地震・津波対
策の検討を行っています。
　また、各港の地震・津波対策検討
会議での検討内容の共有や広域的
な課題について検討するため、中部
の港湾における地震・津波対策に関
する懇談会を開催しています（図
１）。

2.2　各港の地震・津波対策に

　　　関する基本方針

　平成23年度は、港湾分科会防災
部会の「港湾における総合的な津波
対策のあり方（中間とりまとめ）」を
受けて、各港の「地震･津波対策に関
する基本方針」（以下、「基本方針」）を
策定しました。「基本方針」の策定に
当たっては、防災部会へ中部各港の
情報を提供し、防災部会の情報を
踏まえながら、地震・津波対策の検
討を進めました。「基本方針」では、
各港の防災・減災の目標の明確化を
図り、防災施設整備、避難対策の強
化、港湾機能の早期復旧計画に関
する計画（港湾BCP）策定等の方針
をとりまとめています。図2に「基本
方針」の事例として名古屋港の「基
本方針」の概要を示します。
　また、中部地方整備局内の主要な
港湾に立地する企業に対して、アン
ケート及びヒアリングを実施し、産
業の視点からの地震・津波対策にお
ける課題を明確にしました（図３）。

2.3　地震・津波対策の具体化

　平成24年度は「基本方針」の具体
化に向けて、次の３項目について、
重点的に検討を行っています。
①津波避難誘導計画の策定

　また、伊勢湾に設置されるGPS波
浪計で観測されるリアルタイムデー
タは災害時の避難に際し、活用が期
待されています。このデータを沿岸
部の企業、一般住民等に配信でき
るシステムについても検討を行って
います。
　図4に、港湾の津波避難誘導計画
のイメージを示します。
②港湾BCP の検討状況
　甚大かつ広域的な災害に対し、
限られた人的･物的資源で効果的か
つ迅速に港湾を応急復旧し、早期
に港湾物流機能を回復させるため
に、事前に国･地域･港湾レベルの各
主体が共有すべき回復目標時期、
施設復旧及び輸送実施のための行
動、被害軽減のための施設計画等
に関する計画である港湾BCP の策
定に向けて検討しています（図５）。
　特に、中部においては、伊勢湾、
三河湾内における海上からの緊急
物資輸送ルートの確保するための行

図４　避難誘導計画のイメージ
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特 集 中部地方整備局港湾空港部による地震・
津波対策に向けた取り組みについて

る地震・津波対策検討会議での議論
をとりまとめ、平成23年度に各港の
「地震・津波対策に関する基本方
針」を策定しました。
　平成24年度以降は、各港の「基本
方針」の具体化に向けた取り組みを
行っていきます。今年度は、港湾
BCP協議会（仮称）等を開催し、各港、
湾域等のBCP策定にかかる具体の

動計画を伊勢湾「くまで」作戦（仮称）
と名付け、各関係者と連携を図り、
港湾BCPの早期策定に向けた検討
を行っています（図６）。
　「くまで」作戦（仮称）の“くまで”の
意味は、道具のくまで（熊手）の柄が
海上輸送を表わしており、熊手のか
ぎ爪の部分が港湾の防災拠点から
背後の被災地に向けての緊急物資
輸送ルートを表しています。また、
熊手の用途から、震災時に海に流
出した浮遊物を掻き集め、航路啓開
を行うといった意味も有していま
す。
　今年度は港湾BCPの検討のうち、
緊急物資輸送に位置付けられた耐
震強化岸壁を中心に、緊急物資輸
送ルートを確保するための行動計画
及び実施体制（案）を各関係者と連
携を図り、作成します。
　緊急物資輸送にかかる行動計画
及び実施体制（案）の作成後、本計
画案について、更に詳細な対応方
法を検討するとともに、早期の産業
復興を可能にするため、幹線貨物
輸送に係る行動計画及び実施体制
（案）を作成します。また、湾域
BCPについても検討を行います。湾
域BCPにより、伊勢湾内での資機材
の融通、油防除対策等、共同して
取り組むべき対策の決定が速やか
に行われるよう、広域的な調整を図
ります。
③ハード対策の検討状況
　港湾施設の耐震性･耐津波性能の
向上に向け、防波堤の粘り強い構造
化、耐震強化岸壁の整備促進等に
ついての検討を行っています。

　中部の主要な港湾毎に開催され

図５　港湾ＢＣＰ策定の効果

図６　伊勢湾「くまで」作戦（仮称）

対応策について検討を進めていく予
定です。
　地震・津波対策には、関係する全
ての産業、自治体、官公庁の連携
が不可欠です。
　引き続き、会議等を通じ、関係者
間で情報共有を行い、地震・津波対
策に一丸となって取り組んでいきま
す。

4. まとめ

港
湾
物
流
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近畿地方の港湾における東海・東南海・
南海地震等に対する取り組みについて

　昨年3月11日に発生した東北地方
太平洋沖地震は、観測史上最大の
地震と津波により東日本の広い範囲
で甚大な被害をもたらした。
　一方、南海トラフを震源とする東
海・東南海・南海地震については、今
後30年以内に60 ～ 70％の確率で発
生するとされており、このような巨
大地震がひとたび発生すると東海
から九州に至る広い範囲で甚大な
被害をもたらすこととなる。
　今後発生が予想されるこの巨大
地震に備え、これまでの「防災」に「減
災」の視点を加え、その被害を最小
限にとどめるため、近畿地方整備局
として東海・東南海・南海地震等の
対策に取り組んでおり、その具体的
な内容について報告する。
①和歌山下津港海岸（海南地区）に

おける津波対策の推進
②堺泉北港堺２区基幹的広域防災

拠点
③近畿地方の港湾における地震・津

波検討会議
④港湾機能継続のための大阪湾

BCP

　和歌山県の北部に位置する海南
市は、紀伊水道に面したリアス式海
岸の湾奥に位置し、その地形的特
性から、これまで昭和南海地震やチ
リ地震等による津波浸水被害を被っ

ている。東海・東南海・南海地震が同
時発生した場合、当市には最大津
波水位T.P ＋ 5.9mの津波が来襲す
ると予測されている。津波浸水予測
区域の中には、行政・防災中枢機能
や高付加価値製品製造企業が集積
しており、津波浸水により県下でも
最大規模の津波浸水被害が予想さ
れている。
　このため、近畿地方整備局では、
当地区の人命、財産を守るため津波
対策事業を進めている。
　当該津波対策事業は、総事業費
約250億円、事業期間については平
成21年度～平成31年度の計画で整
備を進めている。津波浸水対策を
行うに当たっては、臨海部に企業が
立地しているため、従来の沿岸部既
設護岸を嵩上げする対策を行った
場合、船舶荷役など背後利用への
支障をきたす。このため、当地区に
ついては、湾口を塞ぎ浸水予測区域
前面で防護ラインを形成する計画と

している。
　ただし、湾口部には幅200ｍの航
路があり、この航路部を津波来襲時
以外は、船舶が航行できるようあけ
ておく必要がある。このため、航路
部においては、平常時には航行船舶
の障害とならにように海底に格納
し、津波来襲時に海面に浮上させ、
津波終息後は、沈降させ再び海底
に格納する直立浮上式津波防波堤
を採用している。
　同防波堤の構造は、海底に壁状
に設置した直径約3ｍの下部鋼管の
中に、それより直径の小さい上部鋼
管が格納されている鞘管構造となっ
ている。津波来襲時には、送気管か
ら上部鋼管内部に空気を送り込み、
浮力で上部鋼管が海面上に浮上す
る仕組みとなっている。なお、直立
浮上式津波防波堤については、平
成24年度に現地での実証実験を予
定している。

取り組み事例①　和歌山下
津港海岸（海南地区）にお
ける津波対策の推進 

和歌山下津港海岸（海南地区）位置図

特 集 東海・東南海・南海地震等への対応

和歌山下津港海岸
海南地区

和歌山市

海南市

近畿地方整備局　港湾空港部　港湾計画課　海岸・環境係長
梅　谷　　大　輔

Daisuke UMETANI
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広域防災拠点が平成24年4月に供用
を開始した。

　堺2区基幹的広域防災拠点は京阪
神都市圏における基幹的広域防災
拠点の高次支援機能を担う施設とし
て、切迫する東南海・南海地震等の
大規模地震発生時において、効果
的な緊急物資・人員等の中継・分配の
拠点として利用することで京阪神都
市圏における住民の安全・安心な生
活を確保し、早期の経済復興を目的
とするものである。
　併せて、平常時には人々が憩う緑
地として活用することにより、住民
の交流機会の増加を図っている。

　堺2区基幹的広域防災拠点は港湾
緑地、臨港道路、耐震強化岸壁、

　昨年3月11日に発生した東北地方
太平洋沖地震及びこれに伴う津波
は、東日本の太平洋側に暮らす人々
の生活や企業の経済活動に深刻な
影響を及ぼした。当津波対策を進め
ている海南市においても地元から早
期の完成を望まれており、着実に整
備を進めていきたいと考えている。

　基幹的広域防災拠点とは、都道
府県単独では対応不可能な広域か
つ甚大な災害に対して、国と地方自
治体が協力して応急復旧活動を展
開するための施設で、主な機能は指
令本部機能、現地対策本部機能、
物資の中継・配分機能、物資備蓄機

取り組み事例② 堺泉北港
堺2区基幹的広域防災拠点

能、災害医療支援
機能、支援部隊の
集結・活動のベース
キャンプ機能、海
外からの支援物資・
人員の受入機能な
どとなっている。
　国では、平成13
年に首都圏と京阪
神都市圏における
基幹的広域防災拠
点整備を再生都市
プロジェクトとして
決定し、国が事業
主体となって整備
を進め、首都圏で
は 平 成20年 度 に、
京阪神都市圏では
堺泉北堺2区基幹的

直立浮上式津波防波堤のイメージ図

平常時：休憩スペースとしての利用

平常時：広域防災拠点としての利用

特 集 近畿地方の港湾における東海・東南海・
南海地震等に対する取り組みについて

和歌山下津港海岸（海南地区）
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　近畿地方整備局は、平成23年7月
に交通政策審議会港湾分科会防災
部会において、津波対策の方向性を
示した港湾における地震・津波対策
のあり方（中間とりまとめ）が公表さ
れたことをうけ、平成23年9月に近
畿地方の港湾における地震・津波対
策の基本的な方針を策定することを
目的とし、港湾管理者、関係市町、
関係企業、学識経験者で構成され
る「近畿地方の港湾における地震・津
波対策検討会議」を設置し、地震・
津波対策の検討を開始している。
　なお、本検討会議は、東海・東南
海・南海地震の被害が広域的なもの
になることが想定されるため、関係

近畿圏臨海防災センターで構成され
る。
　臨港道路（延長3.5km、2 ～ 4車線）
は、耐震強化岸壁と港湾緑地を結
ぶ支援物資の輸送道路となり、平成
21年12 月に供用開始。
　耐震強化岸壁（1バース水深7.5ｍ、
延長130ｍ）は、災害時に海上からの
救援物資の搬入・搬出に対応し、平
成24年1月供用開始。
　港湾緑地は大規模地震発生時に
は、物資輸送中継基地用地、ベース
キャンプ用地、広域支援部隊の集結
地、ヘリポート用地として利用され
る。
　近畿圏臨海防災センターは、鉄筋
コンクリート3F建てで、24時間365
日職員が常駐し、大規模地震発生
に備えている。
　最後に、人口や諸機能が高度に
集積する大阪湾においては、ひとた
び大規模地震が発生すると府県境
を越えて甚大な被害がもたらす事が
想定されるため、大震災の教訓を生
かし、大災害に備え、堺2区基幹的
広域防災拠点の運用・訓練を行って
いきたいと考えている。

取り組み事例③　近畿地方
の港湾における地震・津波
検討会議

地震・津波対策検討会議の開催状況

検討会議のスケジュール

取り組み事例④　港湾機能
継続のための大阪湾 BCP

する五つの地方整備局（関東、中部、
近畿、四国、九州）が連携して検討
しているものである。

　これまでの検討会議では、近畿
地方の港湾における津波対策の現
状や津波シミュレーション結果を基
に基本方針の骨子を策定しており、
平成24年6月の交通政策審議会港湾
分科会防災部会の「港湾における地
震・津波対策のあり方」の答申や、内
閣府の南海トラフの巨大地震の被害
想定を踏まえた、近畿地方における
地震・津波対策の基本方針の策定を
予定している。

　今後、南海トラフの巨大地震の発
生が指摘されるなか、本会議で策
定される基本方針が、近畿地方の
港湾の地震・津波対策の推進に寄与
するものと考えている。

　近畿地方では、上町断層帯地震
をはじめとする都市直下地震や南海
トラフの巨大地震発生の切迫性が
指摘されている。阪神・淡路大震災
の経験や東日本大震災の教訓を踏
まえ、これら地震に対し、限られた
人的・物的資源の中で迅速かつ効果
的な災害対応により、早期に大阪湾
の港湾物流機能を回復させる必要
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特 集 近畿地方の港湾における東海・東南海・
南海地震等に対する取り組みについて

携できる仕組みを作り、企業の参加
も得た港湾機能継続のためのBCP
の策定に向けた検討を行っている。

　平成20年度から平成22年度の間、
大阪湾の港湾関係者により構成する
大阪湾における港湾活動BCP検討
委員会において、被災想定に基づく
対処行動と復旧目標時間を示した
「大阪湾BCP（案）」を取りまとめた。
　平成23年度には、大規模地震時
の関係者間の役割や行動、相互の

がある。このことから、事前に国、
各港湾管理者、港湾事業者等の各
関係者が復旧期間・方法等に関する
情報について共有するための港湾
機能継続のための事業継続計画（以
下、BCPと言う）が必要となってお
り、その策定が急務となっている。

　このため、大規模地震発生による
広域的な被害を想定し、大阪湾諸
港を一体とした港湾機能継続のた
めのBCPの策定を進めている。
　具体な内容は、近畿地方整備局
港湾空港部及び港湾管理者等が実
施する災害即応活動、コンテナター
ミナル等の復旧活動の詳細のみなら
ず、港湾関係事業者、船社、臨海
部企業、その他の港湾関係官署の
災害対応能力を踏まえた、緊急物
資輸送活動、国際コンテナ物流活
動に係る行動計画である。
　特に、大阪湾の港湾物流のため
の機能継続は、港湾（航路、岸壁等）
の機能、海運事業者や港湾運送事
業者の機能、税関・出入国管理・検
疫（CIQ）の機能、港湾に接続する主
要道路の通行機能が整って、初め
て継続を確保することが可能とな
る。このため、国、各港湾管理者、
港湾関係者等が関西全体として連

関係を事前に確認し、問題点・課題
を解決し、大阪湾全体の港湾活動
に関する事業継続力の向上を図るこ
とを目的とする大阪湾港湾機能継続
計画推進協議会を設立し、上町断
層帯地震時における大阪湾BCPに
ついて検討を行った。
　平成24年度は、南海トラフの巨大
地震時における大阪湾BCPについ
ては、内閣府の南海トラフの巨大地
震モデル検討会による被害想定に
基づき、更に検討を進めることとし
ている。また、図上訓練を実施し、
その実効性を検証する予定である。
　昨年3月11日に発生した東日本大
震災により、東日本太平洋側の人々
の生活や企業の経済活動は、未曾
有の被害を受けることとなった。今
後、防災と減災に基づく施策を講じ
る中で、大阪湾BCPにおける連携を
確実なものにすることで、国民生活
や経済活動の安定に寄与できるもの
と考えている。

 

大阪湾BCP実施による効果（例：緊急輸送物資輸送活動（案））

大阪湾BCPにおける連携体制
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　平成24年3月31日に内閣府が公表
した「南海トラフの巨大地震による
震度分布・津波高について（第一次
報告）」によると、四国各地で想定震
度が6強～ 7になっていることに加
え、津波高についても高知県黒潮町
の34mを始め、高い値となっており、
東海・東南海・南海地震等の連動に
より生じる巨大地震とそれに伴う津
波によって太平洋側を中心に四国全
域で甚大な被害が生じると予想さ
れています。

四国の港湾における地震・津波対策
来るべき東南海・南海地震・大津波に備えて

　四国地方整備局では、平成23年9
月28日に第1回の「四国の港湾におけ
る地震・津波対策検討会議」を開催
し、以降、四国の港湾における地震・
津波対策について、中央防災会議
や南海トラフの巨大地震モデル検討
会、交通政策審議会港湾分科会防
災部会等の検討結果を踏まえなが
ら、有識者や経済団体、臨海部立
地企業、港湾管理者及び国などの
行政機関において議論し検討を進
めてきました。
　本稿では、現時点における地震・
津波対策の取り組み状況について、

ご紹介させていただきます。

　周囲を海に囲まれた四国では、港
湾が四国地域の生活と経済、産業を
支える重要な役割を担っており、港
湾における地震・津波対策を実施し、
臨海部の人命・財産を守るとともに
災害時の緊急輸送を支え、地域の
雇用とくらしを守ることが重要で
す。大規模災害発生時に地域の雇
用とくらしを守り、地域の既存企業
が安心して立地を続けることや、臨

四国地方整備局　港湾空港部　港湾空港防災・危機管理課　課長補佐
國　見　　　聡

Satoru KUNIMI

1. はじめに

2. 四国の港湾における
　　地震・津波対策の検討方針

四国における港湾間の広域的な支援体制のイメージ

特 集 東海・東南海・南海地震等への対応

外部からの
支援受入

外部からの
支援受入

外部からの支援受入

南海トラフの巨大地震時の津波を想定した港湾間の
広域的な支援体制を整備

津波に
よる被

害

巨大津
波によ

る甚大
な被害

甚大被災地への支援
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特 集 四国の港湾における地震・津波対策

　さらに、航路啓開・港湾施設復旧
作業の効率化を図るために必要な
事項として、担当者と確実に連絡が
とれる体制を確保することや、作業
にあたる船舶に水や燃料を供給す
る方法・体制の検討が必要です。ま
た、がれきの回収・処分の役割分担
や仮置き場所についても検討を進め
る予定です。

３．２　緊急時の海上輸送計画
　東日本大震災では、フェリーや
RORO船等の荷役機械が不要で車
両ごと輸送できる内航船が自衛隊
等の人員や車両、建設機械を運ぶ
など復旧の支援に役立ちました。
このことを踏まえ、人員、車両、
燃料等を一度に大量に輸送できる
フェリーの輸送能力を生かした緊
急輸送体制の整備に取り組んでい
ます。その際には、利用可能な船舶・
要員・港湾施設等に関する課題や緊
急時における海事関係法令の弾力
的な取扱いについて検討が必要と
なります。

３．３　広域的なバックアップ体制
　東日本大震災では、東北太平洋
側への物資輸送の拠点として日本海
側の新潟港がその役割を担うなど、
広域的な物資の受入や積出がなさ
れた事例がありました。大規模災害
時の緊急物資輸送等の復旧活動を
行うため、各港での受入、備蓄、積
出に関する広域的な検討を行う必要
があります。広域防災拠点として迅
速かつ円滑な支援等を行うために必
要な耐震強化岸壁やオープンスペー
スの有無などの条件、その他に具備
すべき機能を検討し、効率的なバッ
クアップ体制を確立したいと考えて
います。

液状化対策、避難計画等について
検討するとともに、避難や復旧が迅
速に行われるために必要な耐震強
化岸壁や津波防波堤の整備等を並
行して行っています。本稿では特に
四国広域港湾BCP策定に向けた手
順を説明します。

　四国広域港湾BCPは主に四国広
域緊急時海上輸送検討WGで検討さ
れており、他の2つのWGの議論を
踏まえながら、実効性のあるアウト
プットを目指しています。
　以下では、四国広域港湾BCP策
定に深く関わる四国広域緊急時海上
輸送検討WGにおける広域的な緊急
時の海上輸送の検討について概観
します。

３．１　航路啓開・港湾施設復旧手法
　津波の発生により臨海部が被災
すると、海上にがれきが流出し、航
路啓開終了まで海上輸送が長期的
に不可能となるおそれがあります。
啓開作業を早期に実施するために
は、事前にがれきの拡散状況と航路
啓開等の作業量を推定する必要が
あります。また、船舶・資機材・要員
の利用可能量を把握した上で、甚
大な被害が予想される太平洋側と
閉鎖性海域である瀬戸内海側の特
性を考慮しつつ、港湾の重要度に応
じた航路啓開・港湾施設復旧箇所の
優先順位を定め、作業を担当する
企業を割り当てておくことも重要で
す。これらの事項について、建設関
係団体、整備局、地方自治体等の
関係行政機関により検討し、体制の
構築と情報の共有を進めていく予定
です。

海部の災害リスクに対する不安を取
り除き、企業や工場の誘致を有利に
進めるためには、港湾機能の回復シ
ナリオの明確化が必要であり、物流
の回復見通しを示すBCPや、回復の
迅速化に資するハード対策の方向
性を示すことが求められています。
　四国地方整備局ではこれまでに高
松港BCPの策定を初め、港湾BCP
の検討を順次進めてきましたが、広
範囲に及ぶ被害を受けた場合の物
流維持のため広域的視点からの回
復シナリオの検討が必要となってき
ました。
　そこで、南海トラフの巨大地震・
津波発生時における四国の港湾の
被害想定に基づき、広域的な海上
輸送の回復シナリオを四国広域港湾
BCPとして策定することとしまし
た。基本的な考え方としては比較的
被害の少ない瀬戸内海側の港湾が
太平洋側の港湾を支援する方針で
すが、瀬戸内海側も津波被害や液
状化による被害を受けた場合を考
慮して、四国以外の地域からの受援
も含めて検討を進めています。各港
湾における被災後の行動計画と被
災前に取り組むべき施設計画を定め
る港湾別のBCPに対して、四国広域
港湾BCPには各港湾の役割や位置
づけを示し、広域的な視点から発災
時の海上輸送機能の復旧を迅速に
行うことを目的としています。
　四国広域港湾BCPを実施するた
めに必要となるハード・ソフト対策
について詳細に検討すべく、3つの
ワーキンググループ（WG）として四
国広域緊急時海上輸送検討WG、四
国臨海部液状化検討WG、堤外地に
働く人たち等を対象とした避難対策
WGを設置し、早期に海上輸送機能
を復旧させるための航路啓開体制や

3. 四国広域港湾
　  BCP 策定に向けて
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被害想定の考え方についての議論
を深めることや、実効性のある対策
の方針の確立が必要である等の意
見が出されました。
　今後は各WGの議論や関連する会
議の検討結果を踏まえ、四国の港湾
における地震・津波対策検討会議に
おいて、四国広域港湾BCPの策定
等の防災に関する基本的な考え方を
示した「四国の港湾における地震・津
波対策の基本方針」を年内に策定
し、基本方針で示された対策の実
現に向け各主体が取り組むべき内
容とその達成時期等を「四国の港湾
における防災アクションプログラ
ム」として今年度内にとりまとめる
予定としており、四国広域港湾BCP
の策定やそれを実現させるために必
要な対策の実施に向け具体的に取り
組み、来るべき東南海・南海地震や
大津波への対応を迅速に進めるべ
く、関係者間で連携して取り組んで
いきます。

全性に関する調査研究をベースとし
て、船舶の大きさや隻数を考慮しつ
つ、避泊水域等に係る船舶の避泊対
応及び課題を検討しています。

　平成24年7月11日に第1回　四国広
域緊急時海上輸送検討WGを開催し、
より一層の関係者の連携や対象とす
べき被害想定等について議論がなさ
れました。また、さらに具体的な検
討を進めるために、テーマ別に実務
担当者により議論し、検討を進めて
いくことで合意しました。他の2つの
WGで議論を進める予定の液状化対
策や避難計画と合わせ、より実効性
のある四国広域港湾BCPの策定を目
指して検討する方針です。
　さらに、平成24年8月7日に第4回
　四国の港湾における地震・津波対
策検討会議を開催しました。会議で
は、災害時に港湾に求められる事項
と対応方針の検討や、WGにおける
検討事項の報告がなされ、委員から、

３．４　企業物流の復旧目標及び対策
　四国の地域経済を支える企業の
生産活動を維持するために、工場の
在庫状況や、生産活動における港
湾利用及び、それと結びついた工場
等の再稼働計画や非常時における
サプライチェーンの確保等を考慮し
た、港湾施設復旧の順序と港湾機
能の回復目標について検討を行って
います。現在、港湾を利用する企業
を対象として、大規模災害時の海上
輸送の役割などに関する調査を実
施しており、通常時の港湾との関わ
りと港湾機能の停止が生産活動等
に与える影響について検討を進めて
います。

３．５　港湾停泊中・航路航行中の
　　　  船舶の避泊対応
　東日本大震災時には、東京湾にお
いて、避泊船舶による混雑が生じた
り、大型船の避泊場所の確保が困難
である等の課題が見いだされまし
た。そこで、瀬戸内海の各海域にお
ける避難想定海域及び避難経路の安

今後の四国の港湾における地震・津波対策のイメージ

4. 四国広域港湾 BCP に関する
　　検討状況と今後の取り組み

特 集 四国の港湾における地震・津波対策
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東海・東南海・南海地震等に対する
九州地方整備局の取り組み

　平成23年3月11日に発生した東北
地方太平洋沖地震では、これまでの
想定をはるかに超えた巨大な地震・
津波が発生し、東日本太平洋側の
港湾及び背後地に甚大な被害をも
たらすとともに、わが国の経済・産
業活動にも深刻な影響を及ぼし
た。これを踏まえ、中央防災会議
は平成23年9月28日に「東北地方太
平洋沖地震を教訓とした地震・津波
対策に関する専門調査会報告」を公
表し、この報告の中で、あらゆる
可能性を考慮した最大クラスの巨
大な地震に対する検討が必要とさ
れた。
　九州においては、平成23年10月5
日に九州東岸地域（大分県、宮崎県、
鹿児島県）の港湾管理者と九州地方
整備局と共同で、九州東岸地域に
おける地震・津波対策検討会議を立
ち上げ、地震・津波対策の方向性に
ついて検討を開始し、その後、各県
においてそれぞれ分科会を3度開催
し、現状や課題等について議論し
てきた。
　平成24年3月31日には、内閣府の
「南海トラフの巨大地震モデル検討
会」において、南海トラフの巨大地
震発生時の各地域における震度分
布及び津波高が公表された。また、
平成24年6月13日に開催された、交
通政策審議会港湾分科会第6回防災
部会において、「港湾における地震・

津波対策のあり方（答申）」がとりま
とめられた。
　これらを受けて、平成24年7月6日
に、九州東岸地域の港湾における地
震・津波対策検討会議（第2回）を開
催し、「九州東岸地域の港湾における
地震・津波対策の方針」をとりまとめ
たところである。
　本稿では、九州における地震・津
波対策の現状と、今回とりまとめた
方針の中身について紹介する。

　これまでの津波対策では、過去に
繰り返し発生し、今後も発生の可能
性が高い津波を想定してきた。この
「発生頻度の高い津波」に対しては、
港湾において浸水は想定されるが、
港湾産業・物流への影響は軽微であ
ること等を目標に対策を検討する。
　しかし、東日本大震災における津
波は、この想定を大きく上回り、甚
大な被害を発
生させた。今
後の津波対策
を構築するに
あ た って は、
発生の可能性
が高い津波を
超えた津波も
想定する必要
があることか
ら、「発生頻度
の高い津波を

超えた津波」に対しては、港湾にお
いて、人命を守り、港湾を早期復旧、
再開できること等を目標に対策を検
討する。

（1）港湾施設の地震と津波被害
　九州では近い将来発生が懸念さ
れる東南海・南海地震や日向灘地震
などにより、東岸地域において津波
の来襲が懸念されている。南海トラ
フの巨大地震モデル検討会の公表
によると、最大津波高は、日向市・
宮崎市において14.8m、日南市にお
いては14.1mなど、九州東岸地域で
は浸水が予想されている。
　各地方公共団体が公表している
東南海・南海地震による津波のハザ
ードマップにおいて、ふ頭用地を中
心として工業用地等でも浸水が予
想されている。特に、埋立造成され
た地盤高さが低い細島港や大分港

国土交通省　九州地方整備局　港湾空港部　港湾物流企画室
美　野　　智　彦

Tomohiko MINO

写真1　宮崎港

1. はじめに

2．港湾における津波
　　対策の基本的な考え方

3．九 州 に お け る 地 震・
　　津波防災上の課題

東海・東南海・南海地震等への対応特 集 
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ては、所有者等が船舶にいない場
合や不明である場合が多く、津波に
対し適切な対応ができないことが懸
念される。

（6）港湾における危険物への対応
　港湾には、石油類の保管施設が多
く存在する。大分港には、石油コン
ビナート法に基づく特別防災地域が
2箇所指定されており、また500kl以
上の油保管施設は重要港湾10港に22
施設存在する。これらの危険物取扱
施設が被災した場合には、周辺に大
きな影響を及ぼす懸念があり、大規
模な場合には港湾の閉鎖など港湾の
利用を阻害する恐れがある。

＜各港湾における対応＞
（1）防波堤や防潮堤等の外郭施設等
　　の強化による港湾の被害軽減
　港湾の中で、防波堤や防潮堤等
の外郭施設は、港湾や背後地の海
側最前線に配置されており、波浪の
みならず、津波の遡上を抑え、港湾
や背後地を守ることができる。

等では、工業用地等も含め広範囲で
浸水することが予想されている。ま
た、大分県南部から宮崎県北部の
海岸及び宮崎県南部の海岸はリア
ス式海岸であるため、津波のエネル
ギーが地形により収斂し高く遡上す
る可能性がある。　
　一方、宮崎港や志布志港等の砂
浜につくられた港湾は、地震に伴う
液状化により、防波堤、護岸等の外
郭施設や岸壁等が沈下、変形する
可能性があり、また、津波による流
れなどが、防波堤、護岸構造物を
洗掘し構造物を倒壊に至らしめ、津
波抵抗力を低下させることが懸念さ
れる。
 
（2）津波の到達時間と避難
　南海トラフの海溝型地震が発生
した場合、九州東岸地域の港湾に
は津波が来襲する可能性がある。こ
の場合、最大津波高の到達が最も
早いと想定される宮崎県沿岸では
20 ～ 30分程度、活断層型の地震で
は、発生位置によっては数分で港湾
に到達することが南海トラフの巨大
地震モデル検討会等で予想されて
いる。
　このわずかな時間に避難等が適切
に行われる必要があるが、一部の港
湾では防災無線が聞こえづらい場所
があること、また、近隣に高い場所
が確保できないという課題がある。

（3）港湾に立地する産業と津波
 　九州東岸地域には、鉄鋼、化学、
石油、自動車、半導体、太陽光発
電等のわが国の産業の中心的役割
を担う事業所や、わが国の畜産を支
える飼料基地などが立地している。
　例えば、本地域の重要港湾10港
には、約2,800の事業所があり、従

業員数は約4.6万人に上
る。これらの多数の従業
員が迅速に避難し、発災
後、企業生産活動の再開
に合わせた港湾の利用が
可能となることが求めら
れる。
　また、臨海部立地企業
が大きな被害を受け、撤
退を余儀なくされた場合
には、地域の雇用と所得
を喪失し、地域社会に影
響を与える可能性があ
る。
　このため、大規模な地
震や津波により本地域の港湾が被
災し、港湾機能が低下した場合、
本地域の経済・産業活動の再開、回
復を遅らせるだけでなく、わが国の
経済・産業活動をも停滞させる恐れ
がある。

（4）津波による貨物等の流出
　ふ頭用地の多くは発生頻度の高
い津波により浸水し、コンテナ、車
両、木材等の貨物が流出する可能
性がある。これら貨物が流出すると、
市街地の被害拡大や、船舶による
緊急支援のための港湾の早期利用
を妨げることが懸念される。
　また、港湾における漂流物や瓦礫
類の仮置場が不足する場合には、
港湾の利用再開に期間を要する可
能性もある。

（5）港内の船舶の避難、流出
　津波により、船舶が漂流、転覆、
また、陸上への乗り上げ等が発生す
る場合、貨物等が流出した場合と同
様に、市街地の被害拡大や港湾の早
期利用を妨げることが懸念される。
　また、プレジャーボート等につい

4．九州東岸地域の港湾における
　　　地震・津波対策の方向性

図1　九州東岸地域の重要港湾
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写真2　細島港

め、外郭施設等や海岸保全施設に
より防護、被害の軽減を図る。
 
（2）港湾における安全な避難方策の確立
　港湾は、最初に津波が到達する
上に、避難可能な高い土地、建物
が少ないことから、従業員や来訪者
等の様々な対象者が迅速かつ確実
に津波情報や避難情報を入手し、
津波の到達前までに安全に避難で
きるよう、避難計画を作成するとと
もに計画的に訓練を実施していく。
　九州においては、図2に示すよう
な広く津波情報を提供することが可
能なGPS波浪計を日向灘に設置する
ことが決定されている。
 
（3）漂流物による2次的被害や
　　危険物等の流出の抑制
　津波により流出する可能性のある
貨物や車両、小型船舶等を適切に
管理するとともに、必要に応じ、流
出を抑制する施設を整備する。
　また、九州東岸地域の港湾には
多くの船舶が入港し、停泊してい
る。これら船舶の安全な避難につい
ては海事関係者の間で検討される
が、港湾における体制と必要な調整
を図る必要がある。

　防波堤は、港内の静穏度を確保
することが本来の役割であるが、
津波襲来時には、①津波高を低減
する、②港内の水位上昇を遅延さ
せて避難時間を確保する、③流速
を弱め破壊力を低減する等の防護
効果を発揮する。したがって、新
たな防波堤整備については、計画
段階から津波低減効果を考慮した
配置を検討する。さらに、越流や
流れによる基礎の洗掘、地振動に
対しても検討し、設計を超えた外
力に対しても抵抗力を保つことの
できる構造とする。
　従って、防波堤等の外郭施設や
水門・陸閘は、来襲する高潮や高波
浪に対して港湾や背後地の浸水被
害を防止、軽減するものであるが、
同時に、津波から港湾や背後地を
守る役割も担っているため、構造
上の安定性や防護効果等について
検証し、補強などの対策を行う。ま
た、発災時に多数の水門・陸閘の閉
鎖を迅速かつ確実に行えるよう、必
要に応じ自動化を進めていく。
　具体的な例として、埋立造成さ
れた地盤高さが低い細島港や大分
港等では、工業用地等も含め広範
囲で浸水することが予想されるた

図2　GPS波浪計

　さらに、港湾の復旧が円滑に進む
よう、港湾の利用を速やかに可能と
するための計画において、漂流物や
瓦礫類、流出した船舶の仮置場の
確保の方策について検討する。
　なお、埋立地においては、液状化
に伴う土圧の増大で護岸が大きく変
形し、背後の地盤の水平変位を引き
起こすことで、保管施設から油流出
が懸念される場合がある。この場合、
被害の影響が広く及ぶ可能性がある
ことから、港湾の埋立地の地震に伴
う変形の可能性についても検証する。

（4）避難者や緊急物資等の海上輸
　　送拠点となる港湾の応急復旧
　発災直後の港湾では、避難者の
安全な場所への輸送や緊急物資輸
送のため、港湾機能を早期に回復
する必要があり、特に、山地が多く、
主要都市の多くが港湾周辺や沿岸
部に位置している九州東岸地域に
おいて、迅速な被災者支援や被災
地の早期復旧を行うために、海上輸
送ルートを早期に確保する。
　このためには、耐震強化岸壁を核
とする港湾の防災拠点を形成してい
き、施設の耐震化にあたっては、費
用対効果分析を踏まえる必要があ

特 集 東海・東南海・南海地震等に対する
九州地方整備局の取り組み
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＜広域的な対応など＞
（1）広域的な応急復旧体制等の構築
　近い将来発生が想定される東南
海・南海地震や日向灘地震などが発
生した場合、広域的で甚大な被害
が想定されることから、国の関係機
関と港湾管理者が連携を強化し、広
域的な港湾機能の応急復旧体制を
構築する必要がある。
　このため、国が中心となり、広域
にわたる災害において、発災後の被
害状況調査や応急復旧を図る港湾
の優先順位、復旧のための資機材
の確保と輸送の方法、港湾相互の
バックアップ体制等をあらかじめ検
討し、関係機関が情報を共有してお
く必要がある。

（2）海上輸送の代替港の検討
　大規模な地震・津波により、一つ
の港湾が被災し、港湾施設の利用
が制限された場合でも、物流への影
響を最小とするため、複数の港湾が
連携し、代替港で一定の輸送を可
能とすることなどを含め検討してお
く必要がある。

るが、船舶輸送以外の代替性がな
い場合等、地域の特殊性を考慮し
た分析のあり方を検討する。
　また、大規模な地震・津波の場合
には多くの港湾施設が被災すること
から、限られた時間の中で、求めら
れる港湾の役割を早期に復旧するた
め、想定される地震・津波を踏まえ、
応急復旧計画をあらかじめ検討する
とともに、この計画を有効なものと
するための訓練を実施していく。

（5）地域の経済・産業活動の再開・
　　回復にあわせた港湾の早期の本格復旧
　大規模な地震や津波の来襲により
長期にわたって港湾機能が回復でき
ない事態に至った場合には、地域の
経済・産業活動が停滞、衰退すると
ともに、わが国の経済・産業にも大き
な影響を及ぼすことが懸念されるた
め、港湾機能の被害を最小限にする
ことに加え、施設の利用が限定され
た中での利用調整、復旧の仕組みと
被災しても復旧が容易となる施設計
画や港湾の利用を速やかに可能とす
るための計画を策定する。

　これらは、施設復旧の各段階で、
また、港湾間を結ぶ道路ネットワー
クの整備状況を踏まえ、代替港にお
ける荷役体制を含めた取り扱い可
能性等を検証した取り組みが必要
である。
　特に、海上輸送の依存度の高い
離島においては、地震・津波による
港湾施設の被害により長期間海上
輸送が途絶えることのないような対
策が必要である。

　今後は、南海トラフの巨大地震モ
デル検討会の津波高推計結果の詳
細公表や防波堤等の港湾の施設の
技術基準（技術基準省令）の見直し
を基に、地震・津波に対して、港湾
の利用を速やかに可能とするための
計画を各港湾で策定し、これを支え
る広域的な支援体制を具体化して
いく。

5．今後の取り組みについて

図3　九州東岸地域の港湾における地震・津波対策の方向性と今後の取組

今　後

各港湾における対応
(1) 防波堤や防潮堤等の外郭施設等の強化による港湾の被害軽減

(2) 港湾における安全な避難方策の確立

(3) 漂流物による２次的被害や危険物等の流出の抑制

(4) 避難者や緊急物資等の海上輸送拠点となる港湾の応急復旧

(5) 地域の経済・産業活動の再開・回復にあわせた港湾の早期の本格復旧

(1) 広域的な応急復旧体制等の構築

(2) 海上輸送の代替港の検討

広域的な対応など

地震・津波対策の方向性

南海トラフの巨大地震モデル検討会で検討されている想定津波等を踏まえ、地震・津波に対して、港湾の利用を速やかに可

能とするための計画を各港湾で策定するとともに、これを支える広域的支援体制を具体化することとする。

特 集 東海・東南海・南海地震等に対する
九州地方整備局の取り組み
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静岡県の地震・津波対策の現状

　静岡県では、昭和51年8月に「静
岡県を中心とした東海地域で、大規
模な地震が明日起こっても不思議で
はない」という東海地震説が発表さ
れ、東海地震対策を県政の重要施
策として積極的に取組んでまいりま
した。
　この東海地震によりどのような被
害が発生するかを「地震被害想定」
として策定・公表し、各分野での地
震対策の基礎資料としており、現在
の地震被害想定は、平成13年5月
に策定した「第3次地震被害想定」と
なっています。

◇第3次地震被害想定の概要
　第3次地震被害想定は、平成7年
1月に発生した阪神・淡路大震災か
ら得られた貴重な教訓や災害対策
の現状及び最新の研究成果などを
反映し、3ヵ年をかけて策定されま
した。
　地震の想定としては、東海地震
（マグニチュード8程度）及び神奈
川県西部の地震（マグニチュード7

程度）発生を想定し、発生の時間帯
を県民の生活行動が反映できるよ
う、早朝5時、昼12時、夕刻18時
の3パターンで試算を行っています。
　東海地震では、断層モデルとして、
1854年の安政東海地震を最も良く
再現できるよう、1976年石橋モデル
と1978年中央防災会議モデルを組
み合わせて使用しており、事前予知
ありと予知なしの2つのケースを想
定しています。
　神奈川県西部の地震については、
神奈川県西部を震源とする、突発地
震を想定しました。
　この結果、被害は最大で死者約5
千8百人、建物大破19万2千棟とい
うものでした。
　また、津波は最大津波高が、駿
河湾内で10m程度、遠州灘7m程度、
伊豆半島南部5m程度、伊豆半島東
部3m程度で、最大死者は約2百名
程度という結果となっています。

　東北地方太平洋沖地震による津波
災害を踏まえ、沿岸部の津波対策施
設の機能の限界や信頼性、健全性、
津波避難計画策定指針等に基づく東
海地震に対する本県の津波対策につ
いて、ソフト、ハード両面において総
合的かつ緊急に総点検し、必要な対
策を講じるため、「静岡県津波対策検
討会議」を設置しました。
　また、この検討会議は、県庁内関
係課と防災関係機関（国土交通所関
係事務所、清水・下田海上保安部、

静岡県交通基盤部　港湾局　港湾企画課　班長
望　月　　弘　之
Hiroyuki MOCHIZUKI

1. 現在の地震・津波対策
（静岡県第３次地震被害想定）

東海地震断層モデル概念図

神奈川県西部地震想定震源域

2. 東日本大震災後の
　 静岡県の津波対策
   （静岡県津波対策検討会議）

ふじのくに津波対策アクションプログラム

津波対策検討会議

ハード対策部会 ソフト対策部会

津波検討会議組織図

東海・東南海・南海地震等への対応特 集 
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検討・公表することとしております。

◇レベル1津波高の設定
　2つの津波高のうち施設整備に関
係するレベル1 津波高の検討は、ま
ず静岡県の海岸線を「湾の形状や山
付け等の自然条件」、「文献や被災履
歴等の過去に発生した津波の実績
津波高さ及びシミュレーションの津
波高さ」から同一の津波外力を設定
しうると判断される一連の海岸線と
して、14の地域海岸を設定します。
（地域海岸はシミュレーション結果
により統合・分割される可能性があ
ります。）
　次に、対象津波群を設定します。
過去に発生した津波の実績津波高
を整理し、数十年から百数十その結
果、設計津波の対象として、①
1854年安政東海地震（駿河トラフ
側）、②1923年対象関東地震（相模
トラフ側）、県第3次想定地震被害
想定（③東海地震、④神奈川県西部
地震）、⑤2003年中央防災会議想定
モデルの5つを対象として設定する
こととしました。
　今後、これらを元に津波シミュ
レーションを行いレベル1津波高を
算定します。

討事項を報告し、助
言・提案を受けること
としております。
　4次想定では、東海・
東南海・南海地震の連
動発生、相模湾での
大規模地震発生、富
士山火山噴火などの
連続災害も検討する
こととし、東日本大
震災の教訓を活かし、
耐震化などの予防対
策や災害応急活動に
関し、分野毎に15のワーキングルー
プを設け、今後、段階的に検討状
況を公表し、平成25年6月を目処に
4次想定を公表することとしており
ます。
　想定する大規模地震としては、
100年から150年毎に繰り返し発生
する大規模地震（L1、レベル1）と、
1000年から数千年に一度、まれに
発生する可能性がある最大クラスの
大規模地震（L2、レベル2）を想定す
ることとしております。
　4次想定では、この2つのレベル
の想定地震により発生する津波高を

静岡地方気象台）、関係市町から組
織され、この中に「ハード対策部会」
「ソフト対策部会」を設け、ハード・
ソフト両面からの検討・対策を行っ
ております。
　この検討結果を平成23年9月に
「ふじのくに津波対策アクションプ
ログラム（短期対策編）」として取り
まとめ、早急に取組むべき対策とし
て、26アクションを策定し、取組ん
でおります。
　また、「静岡県防災・原子力学術会
議」に「津波対策分科会」を設け、「津
波検討会議」で取りまとめられた津
波対策について科学的な助言、提
言を行うこととしました。

　静岡県では、大規模地震の発生
に備え新たな地震被害想定（第4次
地震被害想定（4次想定））を策定す
るため、平成24年2月に「静岡県第
4次地震被害想定策定会議」を県庁
内に組織しました。また、策定会議
は必要に応じ、静岡県防災・原子力
学術会議に対し地震被害想定の検

3. 静岡県第４次地震
　 被害想定の検討

第４次地震被害想定 策定組織図

第４次地震被害想定　策定スケジュール
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　また、災害発生後の復旧期間の
短縮として、初動体制の構築（マニュ
アル作成）や県内・県外の港湾との連
携策の検討を行うものとしております。

　従来から、発生が予想される東
海地震等の大規模災害時に、陸路
が寸断され、国からの緊急物資等の
輸送手段が海路となる場合につい
て、港湾・漁港を活用した海路によ
り緊急物資を搬送するネットワーク
を想定しており、県内を7つのエリ
アに分け、そのエリアで必要とする緊
急物資を国から一括して受け入れる
港湾を「防災拠点港湾」、そこからの
二次輸送を担う港湾・漁港を「防災
港湾」と位置付け、これらを結ぶネッ
トワークにより、円滑に緊急物資の
受け入れ・搬送を実施することとし
ています。
　この、防災拠点港湾には大規模
災害発生後に緊急物資を受け入れる
機能を早期に復旧するため、緊急時
の港湾関係者との連絡体制や緊急
時の行動を示した「地震災害対策マ
ニュアル」を策定しており、これを
発展させることにより港BCPを早
期に策定することとしました。
　上記マニュアルは事前予知を前提
としているため、突発地震等の発生に
備え埠頭内の労働者等の人命を守
るため、避難路、避難先等を示した
「避難誘導計画」を策定しています。
　計画策定には、まず現況把握とし
て埠頭内の企業等にアンケート・ヒ
アリングを行い労働者の人数・所在
地の確認や建物の耐震性・避難施設
として利用可能か、各企業で避難計
画を定めているかを調べるととも
に、埠頭内の同報無線等の防災情
報伝達手段、可聴域等の基礎調査
を行い、次に図面に津波到達範囲、

対策を策定する）。
　港BCPは大きく「被害の軽減」と
「復旧期間の短縮」の2項目からな
ります。
　被害の軽減は、人的被害の最小
化として「避難誘導計画」の策定と、
物的被害の最小化として施設の補
強や貨物等の流出防止策を災害発
生前に実施することとしております。

　静岡県の県営港湾・漁港では、地
震・津波対策のソフト対策として「み
なと事業継続計画（港BCP）」の策定
を進めております（港BCPとしては、
自然災害の他に、事故やテロ等のあ
らゆる事態を想定するものと考えま
すが、喫緊の課題として地震・津波

対象津波群設定イメージ図

4. 静岡県の港湾・漁港の
　 津波対策（ソフト対策）

特 集 静岡県の地震・津波対策の現状

地域海岸の設定

みなと事業継続計画（港BCP）
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防潮堤等の海岸保全施設、避難路、
避難先等をプロットして避難誘導計
画図を策定します。これと同時に、
津波到達時間内に安全な避難先へ
避難できない避難困難地区や人数を
把握し、これに対する緊急避難施設
の設置箇所や誘導看板等の設置箇

所の検討を行っております。
　以上を、県営の港湾・漁港全てで
作成し、避難誘導及び今後の避難
対策に役立てることとしておりま
す。作成は平成23年度より実施し
ておりますが、現在、4次想定の津
波高の策定中であり、この情報によ

り修正を行い完成させる予定です。

　港湾、漁港は海と直接接していて、
津波の危険とは隣り合わせの宿命に
あり、津波からの安全確保は大きな
課題でした。
　静岡県では、東海地震に備え早く
から津波対策を進めてまいりました
が、東日本大震災の復興に静岡県
からも多くの職員が現地に赴き、そ
の実情を肌身に感じ、人命確保の
大切さを改めて認識しました。また、
この人命確保がその後の、復旧・復
興に大きく影響することとなります。
　今後も、新たな津波対策の計画
策定・整備というハード対策を進め
るとともにソフト対策も進め、より
安全な港湾・漁港をめざしてまいり
ます。

避難誘導計画図（案）

緊急物資海上ネットワーク図

5. おわりに

特 集 静岡県の地震・津波対策の現状
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東海・東南海・南海地震等への対応

　和歌山県の海岸線は約650kmあ
り、その大部分は急峻な山地が海岸
まで迫ったリアス式海岸となってい
ます。この地形的特性から、南海地
震等の大規模地震により過去幾度
となく甚大な津波被害を受けてきた
本県では、これまで津波防波堤の
整備や水門の自動化等といった津
波対策を進めてきました。さらに、
平成20年度に『 津波から「逃げ 切
る！」支援対策プログラム』を策定以
降は、津波到達までに安全な場所
へ避難することが困難な地域を解消
するため、重点的な施設整備等を進
めてきたところです。
　東日本大震災では、想定をはる
かに超える地震･津波により、広域
で甚大な被害が発生し、これまでの
地震･津波対策の見直しが必要とな
りました。現在、この大震災の教訓
を踏まえ、国の中央防災会議におい
て南海トラフの巨大地震モデルによ
る地震動、津波高さ、被害想定等
の推計作業が進められているところ
であり、本県においても、『和歌山県
地震・津波被害想定検討委員会』を
設置し、国の中央防災会議の検討
結果を踏まえた、新たな地震・津波
に対する対応等について検討を行う
こととしています。
　今後は、設計津波の設定やそれ
らに対する施設整備計画の策定を
はじめ、最大クラスの津波に対して

も「粘り強い構造」を考慮するなど、
新たな対策について所要の検討が
必要となりますが、これまでの本県
における津波防災、減災対策への主
な取り組みについてご紹介します。

１） 施設整備の概要について
①湯浅広港津波防波堤の竣功
　湯浅広港は和歌山県有田郡湯浅
町と広川町にまたがる湯浅湾の湾奥
部に位置しており、過去に幾度も津
波による被害を受けてきました。津
波対策の推進に関する法律により、
11月5日が「津波防災の日」として制
定される所以となった、濱口梧陵で
有名な『稲むらの火』『広村堤防（国指
定史跡）』は、この地における津波被

害の歴史を物語っており、特に宝永
地 震（1707年、M8.6）と 安 政 地 震
（1854年、M8.4）では、壊滅的な被
害を受けています。
　これらの歴史を背景に、津波に対
する背後地の浸水軽減と湯浅広港
内の静穏度を確保することを目的と
し、平成10年度より進めてきた津波
防波堤が、去る平成23年10月に完成
を迎えました。
　津波防波堤計画にあたっては、対
象津波を既往最大とすると構造物
の規模が非常に大きくなり、また、
それに対応しても想定以上の津波
が来襲しないとも限らないことか
ら、計画を上回る津波に対しては、
ソフト対策で対応することとし、津
波高等の調査精度が高い、昭和南
海地震津波（M8.0）を対象としており
ます。

和歌山県県土整備部　港湾空港局港湾整備課
 中　村　　清　人 Kiyohito NAKAMURA
 武　内　　陽　平 Youhei TAKEUCHI
 黒　井　　秀　信 Hidenobu KUROI

1. はじめに

図－ 1　湯浅広港の津波防波堤全景

2. 和歌山県における
　 津波防災対策の概要

東海・東南海・南海地震等への対応特 集 
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②和歌山下津港直轄海岸保全施設
　整備事業の概要
　和歌山下津港海南地区は湾奥に
位置しており、その地形的特性から、
これまで昭和南海地震やチリ津波等
による津波浸水被害を度々被ってき
ました。背後地臨海部の平地には住
宅・商業施設をはじめ、市役所・消防
署等の行政・防災の中枢機能や国道
42号線・JR紀勢本線等の本県におけ
る主要交通網、さらには鉄鋼・電力・
石油精製等の世界的シェアを誇る
企業群が集積しており、東海・東南
海・南海三連動地震による被害想定
額は約5,000億円に上ると試算され
ています（図－3）。
　そのため当該地域では、来る津波
被害から背後地を防護すべく、東海・
東南海・南海三連動地震（2003年中
央防災会議モデル）による津波を対
象とし（図－4）、抜本的な津波対策
を平成21年度より進めているところ
です。具体的には、津波高さに対し
て天端高が不足している既設構造
物の改良や水門の新設、加えて、背
後企業の大型船舶等が通航する航
路上においては、施設延長230mの
直立浮上式津波防波堤（図－5）を整
備することとしています。
　現在は、航路部に隣接する場所
において、直立浮上式津波防波堤
実証実験工事を施工中で、平成24
年度末には実証実験を行い、浮上
に係る動作確認を実施する予定とな
っています。

【事業計画】
・事業内容 ： 護岸（改良）L=1,250m
 防波堤（改良） L=292m
 津波防波堤　L=315m  
 （うち直立浮上式　  
 L=230m）

　津波防波堤の完成により、計画の
対象津波とした昭和南海地震クラス
（M8.0）の津波が来襲した場合、浸
水エリアがほぼ無くなるとともに、
現在、本県が想定している東海・東
南海・南海地震が同時発生（M8.7）し
た場合の津波に対しても、浸水エリ
アを3割程度減少し、浸水が残るエ
リアについても、浸水深さを低減する
効果が見込まれています（図－2）。

【事業計画】
・事業内容 ： 湯浅町側　津波防波堤
 （北）L=450m
 広川町側　津波防波堤 
 （南）L=400m
 天端高　T.P +3.4m
・総事業費 ： 約48億円
・事業期間 ： 平成10年度～
 平成23年度（10月完成）
・事業主体 ： 和歌山県

図－ 2　東海・東南海・南海地震が同時発生した場合（M8.7）の津波浸水予測図

津波防波堤整備前

津波防波堤整備後

津波防波堤がなく既設の堤防等の施設が機能しなかった場合

津波防波堤や既設の堤防等の施設が機能した場合

浸水エリアを
3割程度減少

全体的に浸水
深さを低減
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 水門　　　　　　1基
・総事業費 ： 約250億円
・事業期間 ： 平成21年度
 ～平成31年度（予定）
・事業主体 ： 国土交通省
　　　　　 近畿地方整備局

２）放置艇対策について
　和歌山県の公共水域等（河川・海
岸・港湾・漁港）には、約5,800隻のプ
レジャーボートがあり、そのうち約
3,800隻（約7割）が放置されている状
況にあります。そのため、プレジャ
ーボートを収容するための施設整備
を進めているところですが、全ての
放置艇を収容できる状況には至って
いないのが現状です。
　この放置艇等による船舶航行の
支障、騒音、違法駐車、ゴミの投棄、
景観悪化の問題等が顕在化してき
たため、平成12年以降相次いで関係
法令等が改正され、公共水域等に
放置等禁止区域を指定できることと
なりました。さらに、近年、東南海・
南海地震に伴い発生する津波来襲
時の2次被害の懸念が高まっている
ことも踏まえ、平成20年3月に｢和歌
山県プレジャーボートの係留保管の
適正化に関する条例｣を制定し、係
留保管場所の確保等のハード対策
と規制強化のソフト施策を一体的に
進めています。
　具体的なハード対策としては、以
下の３点を実施しております。
　・ 県係留保管施設の整備促進
　　（写真－１）
　・ 既存施設の活用※１

　・ 民間活力の導入※２

図－３　和歌山下津港海南地区における背後地の状況

※１　漁港施設や港湾施設のうち、利用可能な施
設については、プレジャーボートの係留保管
施設として位置付け、受入を行います。

※２　指定管理者制度の導入等により、維持管理
等に係る実績やノウハウを持つ民間企業によ
る係留保管施設の確保等を促します。図－５　海南地区の抜本的な津波浸水対策＜新たな防護ラインの整備＞

図－４　東海・東南海・南海地震の津波による海南地区の浸水被害予測

特 集 東海・東南海・南海地震等への対応

（平成 17年度：近畿地方整備局）
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　ソフト対策としては、下記の対策
を実施しております。
・　｢放置等禁止区域｣の
    指定等に係る規制
　公共水域等において、海岸法、
港湾法、漁港漁場整備法の規定
による放置等禁止区域を、河川区
域内での重点的撤去区域をそれぞ
れ指定し、撤去等の規制強化を図
ります。また、市町村管理の漁港
について、放置等禁止区域の指定
による規制強化の助言を行う等、
関係機関との連携、協力も図ります。
・　｢重点調整区域｣の
    指定に係る規制
　プレジャーボート隻数に比べ係
留保管場所が不足し、重点的にそ
の調整を図る必要がある区域を重
点調整区域として指定します。こ
の区域に係留するプレジャーボー
トの所有者は、氏名等を届け出な
ければなりません。重点調整区域
は、係留施設が十分確保された時
点で解除し、放置等禁止区域に指
定します。

　本県では、上記のとおりプレジャ
ーボートに係る対策を進めることに
より、美しい海岸線を利用した海洋
性レクリエーションの振興を図ると
ともに、津波襲来時に2次災害を引
き起こし、救助活動・復旧活動の妨
げになる小型船舶の放置の解消に
努めているところです。
 
３）水門・樋門・陸閘の対策について
　東日本大震災において、水門・樋
門・陸閘の閉鎖作業に関わった多く
の方々が犠牲となりました。
　和歌山県では、この悼ましい事実
を受け、東海・東南海・南海地震が
起きた際に、同様の犠牲が発生する
ことを未然に防ぐため、水門・樋門・
陸閘の閉鎖作業を見直すこととし
て、平成23年6月に、県が管理して
いる水門・樋門約90基（一部河川区
域含む）、陸閘約500基について、閉
鎖作業やその後の避難に必要な時
間等の緊急点検を行いました。
　その結果、津波（第一波）が到達
するまでに閉鎖作業が完了し、その
後の避難が出来ない水門・樋門・陸閘
が多数あることが確認されたため、
操作担当者の生命・身体の安全を第
一とし、本県沿岸部に大津波警報
及び津波警報が発表された場合に
おいて、閉鎖作業及びその後の避
難に係る時間が無い水門・樋門につ
いては、閉鎖操作を行わず速やかに
避難することを原則とする旨を通知
しました。
　さらに、水門・樋門・陸閘について
現地での閉鎖作業をできる限り不要
とするために、水門・樋門について
は、平成24年度から自動閉鎖化、比
較的小規模なものについてはフラッ
プゲート化することとし、陸閘につ
いては、平成23年度からコンクリー

トによる閉塞、出入りが必要な場合
には陸閘に替わる階段・スロープ設
置を行うこととするなど、地元との
調整を行いながら、事業を進めてい
るところです。（写真－2）

　南海トラフの巨大地震モデルによ
る新たな想定地震・津波の検討結果
が、平成24年8月末に中央防災会議
より示されることになっており、ま
た、国土交通省等においても東日本
大震災の教訓を踏まえた津波から
の防護のあり方の検討が進められ、
技術基準省令の改正等について示
されることになっています。和歌山
県としても、国の検討結果を踏まえ、
“住民の生命を守る”を最優先に、
地元市町村や地域住民と連携した
防災・減災の観点からの対策を早期
に検討し、効果的で優先度の高い
対策から進めていきたいと考えてい
ます。

3. さいごに

特 集 東海・東南海・南海地震等への対応

写真－ 1　係留保管施設の整備

写真－２　コンクリートによる陸間の閉塞
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来たるべき南海地震に備える高知県

　高知県沖の南海トラフで発生する
南海地震の発生確率は、今後30年
以内に60%程度とされています。
　本県にとって、昨年の東日本大震
災による深刻な被害は決して他人ご
とではありません。県ではこの震災
から多くのことを学び、これまでの
取り組みをもう一度検証しながら、
南海地震対策の加速化と抜本的な
強化に取り組んでいます。

　３月末に、南海トラフの巨大地震
による震度分布・津波高の第一次報
告が内閣府から公表されました。発
生頻度は極めて低いものの、発生す
れば甚大な被害をもたらす最大クラ
スの震度や津波高であり、黒潮町や
土佐清水市では想定津波高が30m
を超えるなど、本県は全国で最も厳
しい数値が示されました。
　これに対し具体的な対策を進め
ていくためには、陸上部における浸
水深や浸水域、到達時間を早期に
示す必要があると考え、５月10日に
は第1弾となる本県独自の津波浸水
予測を公表したところです。併せて、
この最大クラスの津波に対しても、
県民の生命を確実に守ることを念頭
に、津波避難対策を１日でも早く進
めていくための取り組みも示すこと
としました。

　今回の浸水予測により、新たに
108の地域で津波避難計画の策定が
必要となりました。地域で具体的に
避難場所の見直しを進めるにあた
り、県では、さまざまな避難方法の
実行可能性を多方面から検討したう
えで、避難シェルターなど新たな選
択肢を増やす取り組みを進めてい
ます。

①避難方法選択の
　ガイドライン等の検討
　適切な避難先の確保にあたり、そ
れぞれの地域に適した避難方法が
選択できるよう、有識者による検討
会を立ち上げ、避難場所選びのガイ
ドラインを策定中です。この中では、
いわゆる事前復興の観点から効果
のある高台移転についても選択肢と
して検討していきます。 

高知県土木部港湾・海岸課　主幹
濱　口　　祐　一
Yuuichi HAMAGUCHI

1. 東日本大震災の発生を
　　受けて

2. 高知県版第１弾
　 津波浸水予測

3. 具体的な取り組み

過去の南海地震

中村市（現四万十市）昭和南海被災（赤鉄橋）須崎市　昭和南海津波

東海・東南海・南海地震等への対応特 集 
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組みを創りました。この組織は県の
技術職員OBや日本防災士会高知県
支部、大学の学識経験者などで構
成され、隊員の防災に関する経験や
ノウハウを地域の防災力向上に活用
しようとする取り組みです。

①堤防の整備
　海岸や河川堤防など県民の生命
や財産を守るハード施設について
は、有識者等による高知県地震・津
波防災技術検討委員会を立ち上げ、
発生頻度の高い地震に対して備え
ることを基本として堤防の耐震診断
をおこない、液状化による沈下など
に対応する工事や、老朽化した堤

　この制度により、平成25年度末ま
でに県内の津波避難施設の整備を
概成させる考えです。
　この支援制度創設や津波浸水予
測の公表により、避難施設の整備が
大幅に加速しています。市町村が本
年度に実施予定の津波避難対策事
業費は、昨年末時点では13億円程
度でしたが、本年5月に要望を再集
計した結果事業費は約80億円に増
え、避難タワー 33基、避難路・避難
場所305箇所などの整備が予定され
ています。
④こうち防災備えちょき隊
　地域の地震・津波への取り組みを
県として積極的に支援する目的で、
「こうち防災備えちょき隊」の隊員
を地域の要請に応じて派遣する仕

②新たな避難先である
　津波避難シェルター
　地震発生後の津波からの避難先
として、これまでの高台や避難ビル、
避難タワーなどへの垂直避難に加
え、津波高が巨大であったり津波の
到達時間が短い場合には、津波避
難シェルターなどによる横方向や下
方向への避難についても、産学官連
携のもと技術的な検討を行っていま
す。
③市町村向けの財政支援制度の創設
　避難場所の選定が完了した地域
から、住民が確実に避難できるよう、
市町村が避難施設の整備に着手し
ます。その際の市町村負担を実質的
になくす新たな財政支援制度を本年
度に創設しました。

4. ハード施設の整備方針

津波避難タワー（四万十町）
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堆積物調査の結果を津波浸水予測
図に重ね合わせ表示するなど、単に
津波浸水予想図を県民に提示する
のではなく、津波の来襲状況や浸水
範囲をより現実のものとして実感し
やすい形に加工し、提示するよう考
えています。

　南海トラフを震源とする巨大地震
対策を確実に進めていくためには、
これを国策の中心に据え、強力に推
進する体制を構築し、東海から九州
までを包括的にカバーする特別措置
法を制定することが極めて重要で
す。このため、これまでにも「東海・
東南海・南海地震による超広域災害
への備えを強力に進める9県知事会
議」で政策提言を行うなど、連携し
た取り組みを進めてきました。
　東日本大震災での大津波の脅威
を教訓に、事前復興の観点も含む
津波対策の推進や、財源支援措置
の充実、さらには南海トラフ沿いで
の予知観測体制の早期確立などを
柱とした新たな法の制定を是非とも
実現しなければならないと考えてい
ます。
　南海トラフ巨大地震対策特別措
置法案は、６月21日に議員立法とし
て国会に提出されました。今後は、
この特別措置法が早期に成立され
ることを期待しています。

す。常時閉鎖による閉操作陸こうの
減、確実な防護ラインの形成により、
津波による浸水箇所の減少や、閉鎖
作業者の安全確保を図っています。
また、ソフト対策として、陸こう操
作者の複数化による確実な閉操作
の実行や、契約仕様書に、人命優
先で避難することを明記するといっ
た取り組みを進めています。

　今年の秋頃には、県の総合的な
津波避難対策の根幹とするため、第
2弾の津波浸水予測の公表を予定し
ています。この予測では、最新の地
形データや防潮施設などの構造物
データを用い、津波の河川遡上も考
慮するなど更に詳細な検討を行いま
す。避難時間を確保するための堤防
の耐震化等も含め、多重防御を検
討するための基礎資料にしたいと考
えています。
　さらに、過去に来襲した津波痕跡
について、古文書等の記録や津波

防を補強する工事を進めています。
　また、設計対象の津波高を越え、
堤防の天端を越流した場合でも、施
設の破壊、倒壊までの時間を長くし、
避難時間を稼ぐなどの減災効果が
発揮できる粘り強い構造とすること
を基本方針として整備することとし
ています。
②陸こうの常時閉鎖
　高知県管理の海岸には1173箇所
の角落とし（角材による閉鎖施設）や
金属ゲートといった開口部（陸こう）
があります。これらの開口部につい
ては、閉操作時に津波に襲われる危
険があります。そこで、確実な閉操
作を行うため「高知県南海地震によ
る災害に強い地域社会づくり条例」
で、陸こうの常時閉鎖等について定
め、南海地震対策行動計画で全て
の角落としの閉鎖に取り組んできま
した。さらに、常時閉鎖の取り組み
を加速するため、本年から3カ年で、
県管理海岸陸こうの半数にあたる
588箇所について、コンクリート閉
鎖や施錠による閉鎖を進めていま 陸こう常時閉鎖

5. 高知県版第２弾
　 津波浸水予測

6. 南海トラフ特別措置法
　 の制定に向けて

液状化対策工事（国分川）

特 集 来たるべき南海地震に備える高知県
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東日本大震災を踏まえた防災対策の見直し
と南海トラフ巨大地震対策について

　内閣府防災担当は、行政各部の
施策の統一を図るために必要となる
防災に関する事項の企画及び立案
並びに総合調整等の事務を行う組
織です。東日本大震災の後、各防
災関係機関が多くの場を設け、将来
の災害に備えた議論を行っており、
内閣府防災担当も政府全体の見地
から各種の取組を行っています。
　本稿では、筆者が内閣府防災対
策推進検討室（防災対策推進検討会
議の事務局兼災害対策基本法の一
部改正のタコ部屋）の一員として携
わった防災対策推進検討会議と災
害対策基本法の一部改正の内容に
加え、内閣府防災担当が取り組む東
日本大震災を踏まえた防災対策の
見直しと南海トラフ巨大地震対策の
概要をご紹介します。

（１）地震・津波対策
　東日本大震災の後、昨年４月に中
央防災会議に「東北地方太平洋沖地
震を教訓とした地震・津波対策に関
する専門調査会」（以下「地震・津波
対策専門調査会」）が設置されまし
た。地震・津波対策専門調査会は、
東北地方太平洋沖地震による地震・
津波の発生、被害の状況等につい
て分析し、今後の対策について検
討を重ね、同年９月に報告をとりま

とめました。
　同報告は、東日本大震災の地震・
津波被害の特徴と今後の想定津波
の考え方、地震・津波対策の方向性
等がまとめられており、今後に向け
て、「防災基本計画は津波対策に関
する記述を大幅に拡充することが必
要」等の指摘がなされました。
　同報告や防災対策推進検討会議
（後述）での議論を踏まえ、同年12
月に、中央防災会議において約３年
10カ月ぶりに防災基本計画が修正さ
れました。この修正では、従来は震
災対策の特記事項という位置付け
であった津波対策について、「津波災
害対策編」を創設して予防、応急対
策、復旧・復興の各段階における対
策を体系的に示したことに加え、あ
らゆる可能性を考慮した最大クラス
の地震・津波想定の実施、二つのレ
ベルの想定とそれぞれの対策（①最
大クラスの津波に対する住民避難を
軸とした総合的な対策、②比較的頻
度の高い津波に対する海岸保全施
設等の整備）等の記述を充実させ、
地震、津波対策の強化等が図られ
ました。
　なお、東日本大震災の教訓を踏ま
え、地域防災計画の津波対策に関
する記述については、海と接する地
方公共団体の約２割が既に修正し、
約２割が間もなく修正する予定とし
ており、約６割が修正に向けて検討
を進めているところです（本年４月時
点・内閣府調べ）。海と接するほぼ全

ての地方公共団体が、東日本大震災
以降、地域防災計画における津波対
策の強化に取り組んでいます。

（２）防災対策の全般的な見直し
　未曾有の甚大な被害をもたらした
東日本大震災における政府の対応
を検証し、同大震災の教訓の総括
を行うとともに、首都直下地震や南
海トラフ巨大地震等の大規模災害
や頻発する豪雨災害に備え、防災
対策の充実・強化を図ることを目的
とし、昨年10月に中央防災会議に専
門調査会「防災対策推進検討会議」
（以下「検討会議」）が設置されまし
た。専門調査会のメンバーに閣僚が
加わるのは初めてで、政府を挙げて
省庁横断的に防災対策の充実・強化
を図ることとされました。
　検討会議は、東日本大震災への
政府各機関の対応に係る検証及び
得られた教訓の総括、災害対策法
制のあり方の見直し、自然災害対応
に関する体制のあり方等について検
討し、本年３月に中間報告をとりまと
め、その後さらに議論を重ね、この
７月に最終報告をとりまとめました。
　最終報告は、計13回にわたる会議
の議論を集約し、副題にあるように
「ゆるぎない日本の再構築」を目指
した防災対策全般の政策提言で、前
文と４つの章で構成されています。
　第１章では、「災害に強くしなやか
な社会の構築」のための、災害対策
に取り組む基本姿勢が７項目示され

内閣府災害対策法制企画室（前内閣府防災対策推進検討室）　参事官補佐
伊　藤　　寛　倫

Hironori ITO

2. 東日本大震災を踏まえた
　 防災対策の見直し

1. はじめに

特 集 東海・東南海・南海地震等への対応
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図1　検討会議の概要

中央防災会議 防災対策推進検討会議について

≪ 主な検討内容 ≫

●東日本大震災への政府各機関の対応に係る検証及び
　得られた教訓の総括
●災害対策法制のあり方の見直し
●自然災害対応に関する体制のあり方
●想定される大規模災害への対応のあり方

≪ 開催状況等  ≫

H23.10.11	 中央防災会議決定により設置
        10.28 第 1 回 開催 （テーマ： 会議の趣旨、今後の進め方等）
         11.28 第 2 回 開催 （テーマ：東日本大震災への応急対策　 
  等の総括、防災基本計画の見直しに ついて）
　　   12.  7 第 3 回 開催（テーマ：全国防災対策費について　
　　　　　  の考え方、災害対策法制のあり方）
H24.  2.  1  第 4 回 開催（テーマ：大規模災害対策について、
　  自然災害の対応体制について）
  2.16 第 5 回 開催（テーマ：中間報告に向けた審議）
 3.  7 第 6 回 開催　→　中間報告 決定・公表
 4.18 第 7 回 開催（テーマ：各府省における防災対策　
　　　　　  の取組について（厚労省・国交省））
 4.26 第 8 回 開催（テーマ：各府省における防災対策　 
  の取組について（総務省・防衛省・警察庁））
 5.17 第 9 回 開催（テーマ：各府省における防災対策の　 
  取組について（文科省・農水省・経産省・ 環境省））
 6.  7 第 10 回 開催（テーマ：自然災害における「緊急
  事態」への対応の在り方について）
 6.28 第 11 回 開催（テーマ：防災対策の理念と多様な 
  主体による防災活動について、被災者支援に係る
  課題について）
 7.19 第 12 回 開催（テーマ：最終報告に向けた審議）
 7.31 第 13 回 開催　→　最終報告 決定・公表

≪ 委員 （敬称略）  ≫

■閣僚（中央防災会議委員）※必要に応じ、他の閣僚にも参加を求める。

　藤村　　修　　内閣官房長官 ［座長］
　中川　正春　　内閣府特命担当大臣（防災） ［座長代理］
　平野　達男　　東日本大震災総括担当大臣 ［座長代理］
　川端　達夫　　総務大臣
　小宮山洋子　　厚生労働大臣
　羽田雄一郎　　国土交通大臣
　森本　　敏　　防衛大臣
　松原　　仁　　国家公安委員会委員長

■学識経験者
　阿部　勝征　　東京大学名誉教授
　泉田　裕彦　　新潟県知事
　河田　惠昭　　関西大学教授 
　清原　桂子　　公益財団法人 ひょうご震災記念 21 世紀研究　
　　　　　　 　 機構副理事長、兵庫県参与
　志方　俊之　　危機管理・安全保障アナリスト、帝京大学教授
　田中　　淳　　東京大学教授 
　田村　圭子　　新潟大学教授 
　林　　春男　　京都大学教授 
　原中　勝征　　前日本医師会長、医療法人杏仁会大圃病院理事長
　平野　啓子　　語り部・キャスター 
　増田　寛也　　（株）野村総合研究所顧問、元総務大臣、前岩手県知事
　宗片恵美子　　NPO 法人イコールネット仙台代表理事

災害対策基本法をはじめ災害対策関連法制の改正、
大規模地震・津波対策の具体的見直し　など

政策への反映

○第３節「災害を予防するための
多面的な取組」

○第４節「迅速かつ円滑な復興へ
の取組」

○第５節「国の総力を挙げた取組
体制の確立」

　結びの第４章では、「今後の防災
対策の充実」に向けて、必要な制度
の早急な改善拡充、具体的な対策
の推進、実施状況を定期的・継続的
に把握・点検することによる防災制
度・対策の更なる改善等が提言され
ています。

東日本大震災等の災害による被災
者に希望と勇気を与えることにもな
ると期待されています。
　第３章では、第２章の基本原則を
踏まえ、「今後重点的に取り組むべき
事項」が示され、各分野にわたる提
言事項が網羅されています。内容は
以下の５つの節に分かれています。
○第１節「災害から生命を守り、
被災者の暮らしを支え・再生す
る取組」

○第２節「災害発生時対応に向け
た備えの強化」

ています。例えば、本年７月に開催
された世界防災閣僚会議in仙台の議
長総括にも盛り込まれた「防災の主
流化（mainstreaming）」の考え方に
基づき、行政のすべての分野につい
て「防災」の観点から総点検を行い、
必要な資源を割り当てることが必要
と提言されています。
　第２章では、防災政策の基本原
則が13項目示されています。例えば、
被災地を以前の状態に戻すのみな
らず「よりよい復興」を実現すること
が示されており、このような方針は、
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図２　最終報告の要旨

◎災害から国民を守り、国を守ることは政治の究極の責任である	
◎「国難」ともいうべき大規模災害を意識する
◎「防災の主流化」を通じ、可能な限りの備えを怠らない
◎災害発生時、官民が連携し資源の大量・集中投入を行う	

（前提となる事項）
○一つの災害が他の災害を誘発することを認識する
○最新の科学的知見を総動員する
○あらゆる行政分野について、「防災」の観点からの総点検を行う

災害から生命を守るための初動対応
○災害応急対策の第一の目標は、人の命を救うことであり、発災当初

の 72 時間は、人命救助及びこのための活動を最優先にして人的・
物的資源を配分すべき。

○災害から一時的に難を逃れる緊急時の避難場所と、中長期にわたっ
て被災者が生活する場所としての避難所を明確に峻別して指定する
とともに、住民に周知徹底すべき。

○災害拠点病院を始め被災地内外の医療機関の間で、より有効な災害
時医療活動が展開できるよう、連携方策をあらかじめ構築すべき。

被災者の避難生活や生活再建に対するきめ細かな支援
○災害対策基本法に被災者支援の理念や基本的事項を明記し、災害救

災害即応体制の充実・強化
○職員の派遣・研修を含む地方公共団体との連携等による体制の充実、

政府全体の防災総括部門の位置付けの明確化など、政府全体の防災
総括部門の機能強化を図るとともに、政府の防災各部門の連携強化
や、国・地方の人材育成・連携強化に資する防災訓練の充実強化等
により、国・地方を通じた防災体制の充実を図るべき。

○総合防災情報システムについて、本来必要とされる情報の収集・提
供が行われるよう、早急に抜本的改善を図るべき。

防災の基本理念の明確化と多様な主体の協働
○防災の基本理念 ( 減災、自助・共助・公助等 ) を法的に位置付けるべき。
災害文化の継承・発展
○学校における体系的な防災教育に関する指導内容の整理、学習指導要領

における位置付けの明確化等、防災教育の一層の推進を図るべき。
○外部評価を取り入れて訓練目的の達成状況や問題点を明らかにするこ

とにより、訓練の結果が防災体制及び対策の見直しに反映されるよう取
り組むべき。

災害に強い国土・地域・まちの構築
○適切な居住地の選択を誘導する観点から、地域の災害リスクにも十分

対応した都市計画や土地利用計画を策定すべき。

（事前の備え）
○ハード・ソフトの組合せにより災害に強い国土・地域を実現する
○自らの命と生活を守ることができる「市民」の力と民間との「協働」に期待する
○災害リスクにしたたかな「市場」を構築する
○防災対策に関しては、「楽観」を避け、より厳しい事態を想定する

（発災後の対応）
○災害対応に当たって、「平時」を物差しとすることは禁物である
○限定的な情報の下、状況を把握・想定し、適時に判断する
○災害対応は、「人の命を救う」ことを始めとして、すべて「時間と
の競争」であることを意識すべきである

（被災者支援と復旧・復興）
○被災者のニーズ変化や多様性に柔軟かつ機敏に対応する
○被災地を以前の状態に戻すのみならず「よりよい復興」を実現する
○被災地の復旧・復興は、地域特性や「地域力」への配慮が大切である

■ 第１章　災害対策に取り組む基本姿勢　～災害に強くしなやかな社会の構築のために～

■ 第２章　防災政策の基本原則～災害対策のあらゆる分野で「減災」の徹底を～

■ 第３章　今後重点的に取り組むべき事項～防災政策の基本原則を踏まえて～

■ 第４章　今後の防災対策の充実に向けて

主要な項目

必要な制度の早急な改善・拡充、具体的な対策の推進、実施状況を定期的・継続的に把握・点検することによる防災制度・対策の更なる改善

防災対策推進検討会議　最終報告　～ゆるぎない日本の再構築を目指して～　要旨

第１節　災害から生命を守り、被災者の暮らしを支え・再生する取組
助法や被災者生活再建支援法等の運用も、これに基づいて行うべき。

○避難所における食料の確保 ､ 寒暖対策 ､ 心身両面の保健医療対策等避難
生活において配慮すべき事項について法的な位置付けを図るべき。

○災害時要援護者名簿の作成などについて、災害対策法制に位置付けるとと
もに、個人情報保護法制との関係も整理すべき。

ライフライン等の被害からの早期回復
○各ライフラインの管理者は、予防力向上に向けた設計基準の見直しや復旧

の迅速化のためのマニュアルの整備等を早急に行うべき。
○災害廃棄物の広域的な処理体制、最終処分場の確保等について、地方公

共団体間、地方公共団体と民間事業者間の連携・調整の仕組み、国の関与
の仕組みを整備すべき。

○複合災害の発生可能性を認識し、防災計画等を見直し、備えを充実する必
要がある。

自然災害による国家的な「緊急事態」への対応のあり方
○災害緊急事態における緊急措置の範囲は、経済的措置等に限定されている

が、帰宅困難者対策や治安維持等の観点から、範囲を拡大する必要がない
か検討すべき。

○「緊急事態」への対応について、東日本大震災の経験や対応を踏まえ、国・
都道府県・市町村の事務や権限、財政負担のあり方を検討すべき。

　最新の科学的知見を反映した防災対策
　○南海トラフ巨大地震の発生機構を解明し、地震発生予測も含めた調査・
　　研究を推進すべき。

第４節　迅速かつ円滑な復興への取組
○復興の基本的な方針の策定、関係行政機関による施策の総合調整等を行う復

興本部の設置等を可能とする復興の枠組みをあらかじめ法的に用意すべき。
○東日本大震災において講じられた特別措置について、大規模災害時に迅

速に発動するための法的措置を講じるべき。

第５節　国の総力を挙げた取組体制の確立
○様々な主体が連携し、総力を挙げて防災に関する国民運動の展開を図る

必要がある。

第３節　災害を予防するための多面的な取組

第 2 節　災害発生時対応に向けた備えの強化

▼

◎被災を地域社会再構築への希望に変えていく	
◎防災こそ我が国再生のフロンティアである
◎「防災先進国日本」を世界に発信する

▼
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こうした状況の下、東日本大震災の
教訓を踏まえて、「あらゆる可能性を
考慮した最大クラスの地震・津波」を
想定することが必要となったことか
ら、内閣府に昨年８月、「南海トラフ
の巨大地震モデル検討会」（以下「モ
デル検討会」）を設置し、南海トラフ
の巨大地震対策を検討する際に想
定すべき最大クラスの地震・津波の
検討を進めています。
　また、検討会議の下に本年３月、
「南海トラフ巨大地震対策検討Ｗ
Ｇ」（以下「対策検討ＷＧ」）を設置し、
モデル検討会による震度分布や津
波高等を受けて、人的・物的被害、
経済被害等の推計や被害シナリオ
の検討、東日本大震災の教訓を踏ま
えた南海トラフ巨大地震対策の検討
等を行っています。
　本年８月下旬、内閣府防災担当は、
南海トラフの巨大地震による津波
高・浸水域等（モデル検討会の第二
次報告）と被害想定（対策検討ＷＧ
の第一次報告）を公表しました。
　モデル検討会の第二次報告では、
東北地方太平洋沖地震や世界の巨
大地震の特徴等を踏まえ、大すべり
域と超大すべり域を持つ最大クラス
の津波断層モデルを設定し、10ｍメ
ッシュ単位の微細な地形変化を反
映したデータを用い、海岸での津波
高と陸域に遡上した津波の浸水域・
浸水深が推計されました。防災上の
観点から、陸域の沈降の効果は考
慮するが陸域の隆起の効果は考慮
しない、津波が現況の堤防を越えた
時点で堤防が機能しなくなる（破堤、
堤防なし）等の条件が設定され、大
すべり域及び超大すべり域の位置
等に応じ、合計11ケースが推計され
ました。
　津波高は、例えば「駿河湾～紀伊

議の委員の充実等による「地域の防
災力の向上」、を３つの柱とし、い
つ起こるか分からない大規模広域な
災害へ防災関係機関の対応力の向
上が期待されます。
　一方、国民の権利義務、費用負
担も含めた国の役割の在り方等に関
連する法制上の課題は時間をかけ
た慎重な検討が必要であり、最終
報告の提言事項等を踏まえ、第二
弾以降の見通しに向けて引き続き検
討を行うこととしています。

　我が国は、地震、津波、火山、
風水害等様々な災害を受けやすく、
常にあらゆる災害に備える必要があ
ります。
　このうち、21世紀前半に発生する
ことが懸念されている南海トラフ沿
いの大規模な地震に関する内閣府防
災担当の取組についてご紹介します。

（１）南海トラフの巨大地震モデル検
討会及び南海トラフ巨大地震
対策検討ＷＧ

　南海トラフ沿いで発生する大規
模な地震については、これまで、そ
の地震発生の切迫性等の違いから、
東海地震と東南海・南海地震のそれ
ぞれについて、「東海地震対策大綱」
（平成15年５月中央防災会議決定）、
「東南海・南海地震対策大綱」（平成
15年12月中央防災会議決定）等の諸
計画を策定し、個別に対策を進めて
きました。しかしながら、東海地震
が発生していない現状に鑑み、最
新の科学的な知見を踏まえて、南海
トラフ沿いで東海、東南海、南海地
震が同時に発生することを想定した
対策の必要性が高まっていました。

　政府は、この最終報告を踏まえ、
災害に対して「ゆるぎない日本の再
構築」を目指して、「防災の主流化」に
よりあらゆる行政分野を総点検し、
国、地方公共団体、民間の各主体
の役割や責務、連携方策等を明ら
かにしたうえで、必要な制度の改善・
拡充や具体的な対策の推進に着実
に取り組んでいくこととしていま
す。
　なお、今後も検討会議は存置し、
最終報告の提言事項のフォローアッ
プ、南海トラフ巨大地震対策検討Ｗ
Ｇ（後述）の最終報告に向けた議論の
総括等を行うこととしています。

（３）災害対策法制の見直し
　本年３月の検討会議中間報告で
は、「いつ起こるか分からない広域災
害で必要と考えられる対応は、災害
対応体制や法制度の改善を含め、
具体的な内容を詰められるものか
ら、最終報告を待たずに政策として
実現が図られるべき」と指摘されま
した。これを受け、内閣府防災担当
では緊急性の高い課題について法
制化の検討を進め、本年５月に災害
対策基本法の一部を改正する法律
案を閣議決定し、第180回国会（常会）
に提出しました。その後、衆議院に
おける修正を経て、この６月に災害
対策基本法の一部を改正する法律
が成立しました。
　６月27日に公布・施行された本法
律は災害対策法制の見直しの第一
弾と位置付けられ、①地方公共団
体間の応援の仕組の充実等による
「大規模広域な災害に対する即応
力の強化」、②救援物資を被災地に
確実に供給する仕組みの創設等に
よる「大規模広域な災害時における
被災者対応の改善」、③地方防災会

3. 南海トラフ巨大地震対策
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想定をとりまとめたものであり、季
節・時刻と風速が異なる計６ケース
で推計されました。建物の築年によ
る被害の違いや液状化による地盤
沈下量と全壊率との関係から建物
被害を推計し、避難開始タイミング
と津波到達時間の関係から津波によ
る人的被害を推計する算定手法を
用いています。例えば、東海地方が
大きく被災するケースでは、全壊及
び焼失棟数は約954千棟～約2,382千
棟、死者は約80千人～ 323千人とな
りました。設定条件により想定結果
は大きく異なりますが、建物の耐震
化率を８割（現状）から約９割まで上
げることによって揺れによる全壊棟
数は約４割減少し、早期避難率が高

約1.8倍（約1,015㎢）という結果とな
りました。
　震度分布については、最大震度
別の市町村数の想定結果は、震度
６弱が21府県292市町村、震度６強
が21府県239市町村、震度７が10県
151市町村となりました。
　なお、これらの津波高・浸水域等
の推計は、国の広域的な防災対策
の立案等のための基礎資料とするこ
とを目的としたマクロ的な推計であ
り、個別重要施設については、個別
の設計基準等に基づいた津波の推
計が必要であること等に留意する必
要があります。
　対策検討ＷＧの第一次報告は上
記の津波高・浸水域等をもとに被害

半島沖」に「大すべり域＋超大すべり
域」を設定したケース（ケース①）で
は、津波高の平均値（満潮位）が、13
都県124市町村で５ｍ以上、５都県
21市町村で10ｍ以上と想定されまし
た。津波の到達時間は、駿河湾の
沿岸地域のようにトラフ軸のすぐ傍
にある地域では地震発生から数分
後、高知県等のようにトラフ軸から
少し離れた場所では地震発生から
20～ 30分後、伊勢湾や大阪湾の奥
には１時間～１時間半程度後に津波
が襲来します。浸水域は、ケースに
より異なるものの、関東から四国・
九州の太平洋沿岸等の極めて広い
範囲で想定され、最大で東北地方
太平洋沖地震時の浸水域（561㎢）の

津波高（満潮時）

南西諸島 小笠原諸島

図３　ケース①の津波高（満潮位）　（出典：内閣府公表資料）
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特 集 東日本大震災を踏まえた防災対策の見直しと
南海トラフ巨大地震対策について

ぞれ行っている南海トラフ巨大地震
対策の実効性を高めるため、平素か
ら幅広く集まり、相互の連携を確実
にしておくことが必要であることか
ら、「南海トラフ巨大地震対策協議
会」を設置し、本年６月に第１回協
議会が開催されました。今後、関東、
中部、近畿、中国、四国及び九州の
ブロックごとに開催するブロック協
議会も含め、各主体が有する課題
等に関する情報の共有を行うととも
に、防災に関する計画の作成をはじ
め相互に連携・協働して取り組むべ
き施策の調整や横断的な課題の検
討等を行っていくこととしていま
す。

【補足】
本稿では内閣府防災担当の取組の概要
をご紹介しましたが、詳しくは内閣府
防災担当のホームページ<http://
www.bousai.go.jp/>をご覧ください。

達手段の整備、施設の効果が粘り
強く発揮できる海岸堤防等の整備、
津波に強い地域構造の構築等の津
波対策を推進する必要があります。
　今後、モデル検討会においては、
長周期地震動の検討を行うととも
に、強震断層モデル及び断層近傍
における強振動の計算方法等につ
いて点検・評価し、必要に応じ、修
正を行うこととしています。また、
対策検討ＷＧにおいては、経済被
害等を含めた被害想定の全体像を
とりまとめるとともに、南海トラフ
巨大地震対策の全体像について冬
頃を目途にとりまとめることとして
います。

（2）南海トラフ巨大地震対策協議会
　国（地方支分部局を含む。）、地方
公共団体、ライフライン・インフラ
事業者等の官民の関係機関がそれ

く効果的な呼びかけがあり、かつ、
津波避難ビルが効果的に活用され
た場合には津波による死者数は最
大で約８割減少するなど、防災対策
の推進により被害軽減効果が見込ま
れることが分かりました。
　これらの津波高・浸水域等及び被
害想定が公表された後、衝撃的な
数字としてマスコミでも大きく取り
上げられました。しかしながら、最
大クラスの地震・津波の発生頻度は
極めて低いものです。南海トラフに
おいて次に発生する地震・津波が、
最大クラスの地震・津波であるとい
うものではありません。このことを
認識したうえで、東日本大震災の教
訓から、命を守ることを最優先とし
て、最大クラスの津波への対応を目
指す必要があり、国・地方公共団体
等は、検討会議最終報告等に基づ
き、津波避難に関する多様な情報伝

図 4　南海トラフ巨大地震に係る検討スケジュール　（出典：内閣府公表資料）
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　原稿形式は、データ、原稿用紙いずれも承ります。原稿送付の際には後日編集部からご連絡させていただきます
ので、ご連絡先等を必ず明記してください。
　❶郵送先：〒107-0052　東京都港区赤坂3-3-5　国際山王ビル８階　日本港湾協会内　港湾海岸防災協議会
　　「波となぎさ」編集担当宛
　❷FAX：03-3505-5400　
　❸	e-mail：yoshioka@tbss.co.jp
※原稿に関するお問い合わせは上記連絡先❸へメールにてお問い合わせください。





東京都江東区青海二丁目４番２４号　青海フロンティアビル



私たちの暮らしている社会は
少しずつ変化し、成長しています。
若築建設は、しっかりと今を見つめながら、
人のこころを刻む企業として、
一歩一歩着実に歩み続けます。

 〒153-0064  東京都目黒区下目黒2-23-18
 TEL. 03-3492-0271
 FAX. 03-3490-1019

ロウタスユニ

かんらん岩

パラクロス

アゴスW トライアン

ビーハイブS

ビーハイブ

六脚ブロック








